
- 81 -

招集期日 平成２４年３月５日（月曜日）

招集場所 入間市庁舎（Ｂ棟）５階第２委員会室

開 会 ３月５日（月曜日）午前 ９時３０分

延 会 ３月５日（月曜日）午後 ４時２６分

出席委員 委 員 長 友 山 信 夫 副委員長 横 田 淳 一

委 員 石 田 芳 夫 委 員 金 澤 秀 信

委 員 関 谷 真奈美 委 員 塩 屋 和 雄

委 員 駒 井 勲

欠席委員 な し

説明のため出席した職員 環境経済部長 建設部長

区画整理部長 水道部長

関係職員

委員会に出席した事務局職員 髙 山 勇 鹿 山 明 美
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△ 開会及び開議の宣告（午前 ９時３０分）

委員長 ただいまの出席委員は７名であります。定足数に達しておりますので、これより都市経済

常任委員会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

△ 議事

委員長 これより議事に入ります。

当委員会に付託されました案件は、条例４件、一般議案１件、当初予算７件の計12件であ

ります。

審査の日程につきましては、既にご配付のとおり、本日と明日６日の２日間といたしたい

と思いますが、ご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めます。

よって、審査日程は、本日と明日６日の２日間とすることに決定いたしました。

次に、議案審査の順序につきましては、既にご配付のとおり、議案第３号から第６号まで

の条例の審査、議案第11号の一般議案の審査、議案第23号の一般会計予算のうち所管のもの、

議案第27号から第31号までの各特別会計予算、議案第32号の水道事業会計予算の順で行いた

いと思いますが、ご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めます。

次に、議案第23号一般会計予算の審査につきましては、環境経済部所管のもの、建設部所

管のもの、区画整理部所管のものの順で行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めます。

ここで、執行部の方に申し上げます。予算審査に当たり、平成24年度予算の説明に際しま

しては、経常経費を省略し、特に説明を必要とするものだけにとどめ、簡潔明瞭にお願いし

ます。また、歳入歳出それぞれ説明し、科目名とページ数をはっきりと発言してから行って

ください。

それでは、関係者以外の方の退席を求めます。

〔関係者以外退席〕

委員長 暫時休憩いたします。

午前 ９時３２分 休憩
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午前 ９時３３分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第３号 入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例の一部を改正

する条例

委員長 初めに、議案第３号 入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する

条例の一部を改正する条例を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

提案理由の説明

環境経済部長 議案第３号の提案理由を申し上げます。

この条例につきましては、本議会で提案理由及び総括質疑で説明したとおり、現行の条例

は工業専用地域内を対象として産業廃棄物処理施設の設置等を行おうとする事業者に対し

て、計画内容の事前公開、事業者と関係住民との間における紛争予防や調整などにより、周

辺に配慮した施設が設置されることを目的に平成16年６月29日に制定し、同年８月１日に施

行されたものであります。同条例により、狭山台土地区画整理事業地内の工業専用地域にお

ける産業廃棄物処理施設の過度の集中立地に対しては、一定の抑制の役割を果たしてまいり

ました。しかしながら、工業専用地域以外の市街化調整区域において既存の産業廃棄物処理

施設が４施設立地しており、その施設を利用して新たに産業廃棄物処理業を行う場合や既存

施設の拡大等の変更が行われる場合は、現行の条例が適用されない状態になっております。

このような状況を踏まえまして、条例第３条の対象地域を市内全域に拡大し、あわせまして

条例第２条における処理施設の設置等の定義をより明確に改正するものでございます。

なお、この条例は、平成24年６月１日から施行したいものでございます。

以上で提案の理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 確認だけしておきたいのですけれども、産廃の処理施設の設置できる場所というのは、工

業専用と調整区域というところに限られているのですか。ほかにもありますか。

環境経済部長 今の現行の法律上は工業専用地域が基本的に認められる地域でございますが、調整区

域の中である一定の要件を満たしているところまたは今現在使っている施設の拡大、こうい

うようなところには認められる可能性があります。基本的にはご質疑者のおっしゃるとおり

でございますけれども、基本的な現行の都市計画法上では用途変更を伴う調整区域の新たな
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進出はできないことになっています。そういうことでございます。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第３号 入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する

条例の一部を改正する条例を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしました。

△ 議案上程

議案第４号 入間市土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例

委員長 次に、議案第４号 入間市土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部からの説明を求めます。

提案理由の説明

環境経済部長 議案第４号の提案理由を申し上げます。

今回の改正は、ちょっと長いのですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律、これ一括法と言われているのですけれども、

この法律に基づきまして土地改良法の一部が改正されたことに伴い、条例中の引用条項を改

め、条文の整備を行ったものでございます。

以上で提案の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。



- 85 -

これより議案第４号 入間市土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する

条例を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしました。

暫時休憩いたします。

午前 ９時３８分 休憩

午前 ９時３９分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例

委員長 次に、議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

提案理由の説明

建設部長 議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例について、提案の理由の説明を申

し上げます。

今回改正する点は３点ございます。まず、１点目は、入居者の資格要件に市税の滞納のな

い者を追加するものです。２点目は、暴力団員の不法行為等の排除及び入居者等の生活の安

全と平穏を確保するため、暴力団員でない者を入居者の資格要件等に追加するものです。３

点目は、入居者にかかわるさまざまな問題の早期解決を図るため、「保証人」を「連帯保証

人」に改めるものです。

以上、提案の理由の説明とさせていただきます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

関谷委員 お伺いいたします。

市営住宅を希望する方は、同時に県営住宅にも相談としては一緒にお伺いすることがある

かと思いますけれども、県営住宅のほうはもう既に税滞納者、県税でしょうか、県税滞納者

は資格がないということかと思いますけれども、今まで県営は税が滞納していたらだめです

よ、市営は税を滞納していても大丈夫ですよとは、そういう説明はしないと思うのですけれ

ども、こういったことで応募者の中で、この整合性はどうなのだといったことを今まで市民
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からお問い合わせあったことあるでしょうか。

営繕課長 この件につきましては、特に希望者というか、入居の申請者ですか、その辺から言われて

いるようなことはございません。ただ、さっき関谷委員さんがおっしゃられましたように、

県営住宅ともダブってというのですか、重複して申し込みをされる方が多いものですから、

その辺は認識はしていると思います。市税の滞納がないということを認識はしているようで

ございます。

関谷委員 それでは、もう一点お伺いします。これは新たに応募する人の条件として３つが加えられ

ますけれども、現入居者、既に入っている方には適用されないということかと思いますけれ

ども、その現入居者と新たに入ってくる人の整合性、市税を滞納しているかとか連帯保証人

がいるかどうかは見た目ではわからないから、整合性について聞かれることはないと思うの

ですけれども、暴力団員というのはもしかしたら見た目でわかる方もいるのかなと思うので

すが、この整合性について市民から今後お尋ねがあったときはどんなふうに返答される予定

でしょうか。

営繕課長 暴力団につきましては、確かに入居者の中にはちょっと荒い言動をされる方もいらっしゃ

るかもしれませんけれども、かといってその人が暴力団という決めつけとか、あるいはそう

いった想定で話ができるものではございませんので、調べるようなことはしませんというこ

とで。そういうことです。

委員長 いいですか。大丈夫ですか。伊藤課長、もう一回。

営繕課長 今、その後、要するにトラブル的なことがあったり、そういったことで条例にもあります

けれども、保管義務ですとか、迷惑行為の禁止とか、いろいろのがあるのですが、それに結

びつくようなことがもし発生した場合、それは警察のほうに確認をするということに、それ

ができるようになってはおります。ただ、言動だけでというようなことは考えておりません。

関谷委員 では、これから新たに入る人のことに絞ってちょっとお伺いします。市税滞納者とか連帯

保証人がいるかというのは、これすぐにわかると思いますけれども、この暴力団員でない者

はどのように調べるのでしょうか。

営繕課長 この条例が可決され、認めていただきますと、第57条で意見聴取ができるということにな

っておりますので、埼玉県警のほうと協定を結びます。その協定で、事案が何か発生した場

合は県警のほうに問い合わせをするということになります。

関谷委員 済みません。再度確認します。そうすると、市営住宅に応募してきた人がいたら、必ずそ

の人全員を県警に問い合わせるということでしょうか。

営繕課長 この入居資格には確かにあるのですが、その次の段階で、登録された後、今度は入居の手

続というのが入ってきます。これ入間市は空き家募集というよりも、空き家がなかなか出な

いものですから、定期募集で登録募集なのです。ですから、この団地にだれ、何人かと順番
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をつけたポイントがありまして、それで登録制になっています。登録の順番が来た段階で調

べるようなことになります。

以上です。

石田委員 最初に、市税滞納者を入居資格で制限するという話なので、これ何世帯ぐらいあるのです

か、市税滞納者。入間市内で。

営繕課長 市税の滞納ですか。

石田委員 はい、そうです。市税の滞納。

営繕課長 私どもちょっと把握はしていないのですが。

委員長 ちょっと大きい声で言ってください。

営繕課長 済みません。把握はしておりません。

建設部次長 ご質疑にお答えします。

今の市税の滞納ということになりますと、個人情報でございます。我々の住宅サイド、建

設サイドのほうで、市内の滞納者が今現在何人かというところまでは確認をしておりません。

また、今まではその入居申し込みをする段階においても、一応滞納者かどうかということを

お聞きすることもこれできませんので、個人情報ですので、やっておりません。

石田委員 入居者の資格要件に市税滞納者でない者を追加するわけですから、これはどういうふうに

チェックするのですか。どこの段階で、どのような形でチェックするのですか。

営繕課長 これで条例が可決されますと、収税課のほうに確認書という形で、これは基本は申込者が

納税証明を出していただくのが基本なのですが、それのかわりに同意書を出していただけま

すれば市のほうで収税課のほうに確認書ということで、滞納があるかないか、完納している

か、あるいは非課税かとか、その辺の確認をさせていただきます。

石田委員 滞納であるかないかというのは、その市税を納める時期ありますね。それを過ぎたものが

滞納になるわけですよね。考えとしては、そういうことで間違いないですね。

営繕課長 あくまでも納期限を過ぎたものが滞納というふうにとらえております。

石田委員 少なくとも膨大な数いますよね、その人たちというのは。それ全然把握していないのです

か。例えば私ちょっと聞いたのですけれども、普通督促状の発行というのはやりますよね。

納付期限を過ぎて20日過ぎると、これ納めていないということで督促状出しますよね。この

人たちは、もう当然滞納者になってくるわけですね。だから、そうするとその数だけで年間

大体５万1,823件と聞いたのです。膨大な、１人の人に２回行っているかもしれないのです、

滞納ですから。だから、そういう状況がありながら、その人たちが逆に何世帯かわかりませ

んけれども、今度は市営住宅に入りたいというと、入居資格の問題から希望する者は排除さ

れてしまうということになるわけですよね。それ間違いないですね。

建設部次長 先ほどちょっと勘違いしまして、滞納者の数、これはもう個人情報ではございませんの
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で。ただ、私どものほうでその滞納者の数に関して、今現在調べておりませんので。ただ、

私も収税のほうをやっておりましたので、相当数滞納者がいることは間違いございません。

ただ、督促に関しましては、単にお忘れになっている方もおられます。そういう方はその督

促の発送に基づきまして累積滞納者でない方は大体納めていただけますし、またその段階で

納めていない方についても催告書を年間何回も出していますけれども、その段階で納めてい

ただいて、結局年度を過ぎた段階では完納になるということもございます。ですから、すべ

てがすべてその入居資格の申し込みをするときに未納かどうかということになりますと、当

然その条件に滞納でないことということでうたってございますので、当然納めていただける

ものと思っております。よろしいでしょうか、そういうことで。

石田委員 ですから、例えばたまたま市営住宅募集して入居の時期が８月と９月になった場合に、そ

の時点でもって滞納していないということで、そこが証明できないとだめなわけですよね。

そうなってくると対象というのが、私さっき言ったように、とにかく年間督促状、これはだ

れしも税金できるだけきちっと納めようとしているのだと思うのです。ただ、その家の都合

によってちょっと１カ月おくれてしまったとか、２カ月おくれてしまったとか、そういうの

あり得ることなのです。だから、非常に数多くの督促状が出されているのです。だから、そ

ういった状況を無視するような形のものになっていくのではないかなと思いますけれども、

どうですか。

建設部次長 先ほど委員さんおっしゃるように、督促は多いです。ただ、市営住宅の申し込みには制

限がございまして、これ市営住宅の目的が低額所得者世帯、この住宅に困っている方、この

ための目的でございますので、全部が全部対象になるということではないと考えております

し、またその段階で単にお忘れになっている方については確認書の段階でわかるわけですか

ら、その段階で単にお忘れであれば、納めていただければ入居の申し込みはできるというこ

とになろうかと思います。

以上です。

石田委員 少なくとも市税滞納者でない者を条件に加えるということになれば、どこかで線を引かな

くてはいけないと。それがやっぱり納付期限だと思うのです。そういった点からすると、で

はその申し込みのときに実際納付期限過ぎて、例えば１カ月、２カ月過ぎてしまってまだ納

められないのが分割で残っていたとかいった場合には、これ対象から外されてしまうわけで

しょう。違うのですか。

建設部次長 入居資格の申し込みの段階で納めていただいていないのであれば、それは対象にはなら

ないということになります。

石田委員 当然これ以上の、例えばせっかく分割納付で書類でもって手続しながら、それでその後分

割で例えば何カ月になるのか、あるいは何年かわかりませんけれども、たまった税金を納め
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ている人たちも対象から外されてしまうということでいいですね。

建設部次長 そのとおりでございます。

石田委員 あと次に、暴力団員の排除の関係でもうちょっと正確に知りたいのですけれども、暴力団

員の認定というのはどこでやっているのですか。

営繕課長 認定という言葉が正しいかちょっとわからないのですが、埼玉県警の捜査４課のほうで担

当になっていますので、そこと協定を結ぶということで、調べてください、調べますよとい

うような協定を結ぶということで、これは県も他市町村もすべてそのような形になっており

ます。

石田委員 例えば暴力団事務所に出入りしているとかいうので、まだその認定されていないという人

も当然いるのではないかと思うので、途中の段階か、あるいはそこで終わってしまうのかも

しれないのですけれども、その辺の境というのはどういうふうに、あくまで暴力団員という

ことで警察のほうで認定した人だけということになるのでしょうか。

営繕課長 暴力団の法律がありまして、そこにこういう者というふうなの載っていまして、それをも

とに県警のほうでリストアップといいますか、されますので、ただ単に出入りしただけとか、

その辺については私どもはちょっと把握はしていないのですが、恐らくなってはいないと思

います。リストには入っていないのではないのかなというふうに思います、出入りだけです

とか。

石田委員 そうしますと、そういう人たちの場合は市営住宅に入れるという、資格はあるというふう

に考えてよろしいわけですね。

営繕課長 資格はあるというか、調べていただく段階でもしそのリストになければあるということに

なってしまいますので、県警のほうで暴力団員か否かという線引きがあると思いますので、

そこに入っていなければ入居資格はあるということです。

石田委員 そうしますと、例えば入間市民の中で何人ぐらいこの登録されている人というのはいるの

ですか、暴力団員ということで。

営繕課長 これは全くわかりません、ちょっと申しわけございませんが。

石田委員 人数ぐらいわからないのですか。私も前にちょっと相談受けて、ある人がやっぱりちょっ

とおどされていたのがあって、暴力団員かどうか警察にちょっと確認して、そうだという話

も確認したことがあるのですけれども、人数ぐらいはわかるのではないのですか。

建設部次長 まことに申しわけないのですけれども、警察のほうに今現在入間市に暴力団員が何人い

るのかというところまでは聞いておりません。申しわけないです。

石田委員 では、後で結構ですから、ちょっと教えていただけますか。議会終わってからでも結構で

すから。

あと、保証人と連帯保証人の変更の関係でちょっとお聞きしたいのですけれども、今例え



- 90 -

ばこれどちらでも、今でもいいわけですよね。連帯保証人を２人確保してもいいわけですよ

ね。そういった実態の中で現在の市営住宅の入居者の中で、連帯保証人でこういった形で入

居しているという人は何人かおられますか。

営繕課長 現在入居されている方で、連帯保証人として選任されている世帯の方はいらっしゃいませ

ん。

石田委員 個人的に自分の場合を考えても、なかなか連帯保証人２人というのは結構大変だと思うの

ですけれども、市営住宅に入居する人たちの中で少なくともスムーズに入居希望者の中で連

帯保証人が２人確保できるというふうに考えておられるのですか。

営繕課長 基本的には連帯保証人を確保していただきたいともちろん考えているのですが、入居を希

望される方のさまざまな事情とか状況あると思いますが、必ずしも全員が２人ですか、見つ

けるというのは難しい方もいらっしゃるのかなとはちょっと想定はしています。それも何人

かだとは思うのですが、数がそれが極端に多いとか少ないとかというその点まではあれなの

ですが、中にはいらっしゃるのかなというふうな認識はしています。

石田委員 実際にはかなり困難な人が多いのかなという感じがするのです。実際生活がかなり苦しく

なって、そうした中で市営住宅の入居を希望されるのだと思うのです。そういう人たちに連

帯保証人を２人確保しろというのもかなり酷な話ではないかと思いますけれども、そういっ

た形の中で実質確保できないような状況も出てくるということが想定されるとなると、そう

した場合にどういう対応をしていくのですか。

営繕課長 先ほどもちょっと申しましたが、その方の状況といいますか、事情、その辺を十分に確認

をして、相談をして、それがやむを得ない事情であれば、その辺の判断がその事案ごと、そ

の人ごとちょっと状況ももちろん違いますので、これだからこうというのはなかなか難しい

のですが、特別な事情ということで認めてもよろしいのではないのかなというような判断が

あるわけです。それが２人が１人になったりというふうには、やむを得ないのかなというふ

うに考えています。

建設部次長 今ちょっと補足をさせていただきますけれども、条例の第11条、これ総括のほうでも質

疑ございまして、部長のほうでお答えをさせていただいていますけれども、条例第11条の第

１項第１号のほうの規定で、特別な事情がある場合については連署を要しないということで

お答えをさせていただいております。ですから、その辺で相手方のほうの状況、こちらのほ

うもよくお伺いしながらしていかなければいけないのではないかということで私どものほう

も思っておりますし、また今保証会社等もございますので、これよその市町村がどの程度や

っているかというの実際つかんでおりませんけれども、この辺も対応できないのかなという

ことで、今民間住宅に関してはそういう形でもやっておりますので、その辺も考えていきた

いと思っております。
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石田委員 その特別な事情だけどういうのか、もうちょっと具体的に、こういう場合は特別な事情な

のだよという具体的な例をちょっと示していただけますか。

営繕課長 あくまでもさまざまな事情がございますので、これだからオーケーという、よろしいとい

うのはなかなか難しいのですが、例えば親族がいない、あるいは親族がいても例えば北海道

とか沖縄とか遠いところ、遠隔地にいてなかなか頼めない方、あるいは高齢者の方で入間市

に転入してまだ５年とか３年とかで、例えばですけれども、知人等もなかなかいないとか、

いろいろなケース、ケースであると思うのですが、その辺もやむを得ないかなとかいうふう

には考えているのですが、ただその事案がどういう状況なのか、同じ事案、その状況でもさ

らに細かく確認しますとまた違ってきますので、今これはこうだというふうにはなかなか言

えないのですが、今のようなことは十分特別な事情というふうなことで考慮をせざるを得な

いのかなというふうには考えております。

石田委員 最後になりますけれども、そういう特別な事情であるという判断はどこの機関でだれがや

るのでしょうか。

建設部長 お答え申し上げます。

基本的には状況を担当が把握して、あとは決裁という形で、最終的には市長が認めるとい

うような形になります。

以上です。

塩屋委員 保証人の関係でお聞きしたいのですが、今回表現を、「保証人」を「連帯保証人」に変更

するということは、逆に言えば現在の表現では事案として十分対応ができないようなことが

あったので、連帯保証人という表現になっていればこういうことはなかったのにとかいうの

を防ぐとかいう意味合いがあると思うのですが、これは入間市の事例だけではなく、よその

市外のことでも何かそういった事例について、何で保証人を連帯保証人にかえるのかその具

体的な、かえればこういうときにこういうような対応ができるのだと、あるいはできたのだ

という、そういったことについてちょっと説明お願いしたいのですが。

営繕課長 連帯保証人に限らず、保証人さんに、連帯保証人に今回お願いするのですが、さまざまな

ことをいろいろご協力していただくのですが、特にあるのは使用料の滞納で、徴収のところ

で保証人さんに納付指導をお願いしますと、入居者に払うように指導してください、保証人

さんにちょっとかわりに何とかしていただけませんかとか、そういったことをお願いした事

例はございます。そのほとんどがちょっとまず本人に、あるいは本人の家族にとか、そうい

うことで応じていただけないというのが現実で、ほとんどでございまして、それを連帯保証

人としていただいて、そこら辺のところを入居者と同じレベルでやっていただきたいという

ようなのもございます。

金澤委員 まず、ちょっと順序が逆になるのですが、今話されていた連帯保証人について先に確認さ
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せていただきたいと思います。今、石田委員に塩屋委員も質疑されていましたけれども、連

帯保証人になった場合に、ちょっと過去のケース振り返ってみたいのですけれども、過去数

年前にもやっぱり使用料の高額長期滞納ということで裁判まで起きていたと思うのですが、

そのような場合、保証人に対する請求という対処、まずそのときに当時どうであったのか、

まず確認させていただきたいと思います。

営繕課長 資料はあるのですが、ちょっとたしか記憶では保証人さんに請求はしていないと思います。

〔何事か言う人あり〕

委員長 営繕課長、もう一回正確に。

営繕課長 訴訟前にもちろん保証人さんには、同じように納付指導なり、請求なりとか、その辺はし

ましたが、していただけない、結果的に訴訟になって、それ以降は多分ないと認識しており

ます。

金澤委員 税の公平性という観点からも、やはりまずは滞納が以前の過去の事例のように数年にわた

って100万円でしたっけ、50万円、100万円のかなりの高額、市営住宅の低額の家賃でありな

がらそこまでなってしまったという事実に対して、執行部の方で反省という言い方は大変失

礼な言い方なのですけれども、今後のまず滞納自体を、それでそこにいかないような対処を

お願いしたいということと同時に、連帯保証人については、私はある部分やむを得ないとは

思っているのですが、実際近隣、埼玉県内でも大半が連帯保証人制度への移行を検討または

既にされているということでやむを得ないとは思っているのですが、その中で公明党入間市

議団としても総括質疑で触れさせていただきましたけれども、第11条で特別な例外ケースを

認めますよと。こういうご時世、今現代の情勢になっていろいろと本当に縁も薄れてきてい

ますので、連帯保証人というとやはりかなりの重圧になるのではないかなということで思い

ます。今、次長のほうからも民間の保証会社についても検討していただけるという話もして

いただきました。具体的にそれについては、まず民間保証会社いつ、どのように検討される

のですか。というのは、この市営住宅については、これはこの議案についてはもうことしの

４月１日からすぐ施行ですよね。申し込み自体が９月ということでまだ半年ぐらいあるとい

うことだと思いますが、その間に十分な検討ができるのかどうか、その点確認したいと思い

ます。

建設部次長 先ほど申しました民間の保証の関係ですけれども、実際問題としてその民間会社が連帯

保証までしていただけるかどうか。例えば退去時あるいは行方不明になってしまったとか、

そういうところまでの保証を見ていただけるのかどうか。それと、単なる家賃だけの連帯保

証なのか、その辺も会社によって違うと思うのですが、一応９月までの間には調べさせてい

ただいて、問い合わせをさせていただければと思っております。

金澤委員 よろしくお願いします。とはいえ、この連帯保証人の案件に関しては、先ほどの繰り返し
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ですけれども、特別な場合は市長が認めれば連帯保証人が２人でなくてもいい、１人でなく

てもいい、ゼロでもいいのです。例外規定を認めていただくということで、これは了とした

いと思います。

次に戻って、入居資格の市税の滞納の条件の追加のことなのですが、先ほど次長答弁の中

で、市県民税等の滞納については私どもでは聞くことはないのだというようなご答弁されて

いましたけれども、それ間違いないですか。

建設部次長 市税の滞納を聞くかどうかということですか、今までということですか。実際問題とし

て今まで申し込みをする段階においては、担当のほうから聞く段階では聞いておりました。

ただ、県のほうが様式がそのような形になっておりましたので、一括した形で実は載せてあ

った部分、お聞きしてあるかないかだけを丸をつけさせていたという事実もございます。

金澤委員 ちょっと今の点不明確なのです。今回私かなり事前に課長さんとヒアリングさせて、いろ

いろと勉強させていただいたのですが、その中で大体現在の市営住宅入居申込書で既にそう

いう欄があるのです。中学生以下を除く申込者全員について、平成22年度分までの市県民税

等の滞納ありますかと、あり、なしと。このことについて、該当者全員の納付状況等の情報

を関係各局、当然これ市税担当ですよね。収集することに同意しますかという、これもう様

式あって、今現在も聞いているのです。もうちょっとわかりやすく具体的にご答弁いただけ

ませんか。

営繕課長 まず、この時点、これ今回初めてなのですが、市税滞納のある者というのがもうほとんど

県営住宅も他市町村もそうですし、市としても行政サービスの制限ということで考えている

時期でございましたので、まず試験的に確認できる、無理ではないのですから、ありますか、

ないですかというようなクエスチョンマークつきな質問をさせていただいたことはございま

す。便宜的にその有無をつけられるような欄を設けたということがございますが、ちょっと

それは勇み足だったのかな、あるいはただ聞きたい状況、どんな状況なのかなというのを聞

きたいというのもちょっとありましたので、そういうことをやってしまいました。

金澤委員 ちょっと話横道それてしまうのですけれども、そうすると今現在入居申込書の現時点で、

去年の９月の時点で、これ根拠のない個人情報を収集したということの理解でよろしいので

すか。

営繕課長 これはあくまでもよろしければお答えくださいというやり方でございますので、答えたく

なければ答えなくても結構ですというレベルのものです。それに基づいて、例えば証明を見

せてくださいとか、あるいは調べますよとか、そういったことはもうできませんので、条例

上まだなっていませんので、そういったことは一切しておりません。先ほど次長のほうから

も言いましたけれども、一切そういったことはしておりません。個人情報を収集するという

ようなこともしておりません。ただ、申し込まれる方に、ありますか、もしよろしければお
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答えくださいというふうなやり方でございます。

金澤委員 ちょっと横道にそれて大変恐縮なのですけれども、よろしければお答えくださいなんてこ

こに書いていないではないですか。ちょっと話違いますよね。この正式な申込書に、ちゃん

と真ん中に、滞納ありますか、あり、なしでしか答えられないではないですか。回答留保の

項目何もないですよね。これ答えなければ申し込みできないと市民が思うの無理ないのでは

ないのですか。そうなってくると、根拠条例のないまま個人情報を収集現にしていたという

ふうに指摘されても間違いではないのではないのですかと言っているのですけれども。

営繕課長 その書式でそういったことを入れたこと自体が問題があるかなというのはちょっと反省し

ていますけれども、それと一緒に当然案内書というのが、申し込み案内というのがあるので

すが、そこで入居資格の要件とかというのありまして、当然そこには入っておりませんので、

市税の滞納がないかというのはこれから決めることですので、その案内書には入っておりま

せんので。ただ、これからこういうことを考えています、県営住宅もみんなこうなっていま

す、そういうことがあったので、あくまでも任意でございますので、答えてもらわなければ

結構で、要件に入っておりませんので。案内書にも書いておりませんので。

建設部長 金澤委員のご指摘のとおりだと思います。基本的にそういう部分を載せるというのは誤解

を生じる、当然これについて調べているのだろうという形の話になると私も思っております。

この点については大変申しわけなく思っております。それの確認ができなかったことに対し

て、私も十分反省をしておるところでございます。大変申しわけございませんでした。

金澤委員 ちょっと過去のことをどうだこうだ言うよりも前向きな話をしたいと思いますので、その

点については今の部長のご答弁で了としたいというふうに思います。

続きまして、確かに今関谷委員が話したように、県営住宅については県民税の滞納要件と

いうのあるわけです。現実問題やっぱりいろいろな市民相談を聞く中で、県営住宅で申し込

むと、県民税ってそれほど高額ではないので、とりあえず県民税だけ払ってしまうのです。

問題なのは、例えば国保税とかがやっぱり高額なのです。そうなってくると、そこはどうし

ても残ってしまったりとかいう例も往々にしてあります。固定資産税もそうです。そのよう

な中で私が非常に危惧しているのは、その入居される方の世帯主さんが年末、年度末に突然

リストラ、例えば大病にかかってしまう、仕事がもうほとんどできなくなってしまうような

状況に陥ったときに、それまで賃貸や分譲でローンを払っていた方々はもう出なければしよ

うがなくなってきますよね。つまり本当に生活困窮者になってしまうわけなのです。そのよ

うな状況においても、今現在入間市の現状はどうかというと、前年所得で税は計算していき

ますので、それに対して減免規定というのはかなりやっぱり減免を認めていただくケース難

しくて、どうしても国保税、市県民税、固定資産税随分残ってしまうわけです。まず、例え

ば大病であれば医療費どうしても優先せざるを得ないと思うのです。これはもう納税義務が
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あるの重々承知の上、分割納付にしてくださいということで月々5,000円とか１万円とか誠

実であれば当然分割納付していただけるわけなのですが、その各世帯でも認めないというふ

うに本当に限定、制限をしてしまっていいのか。悪質な何年にもわたる累積の滞納者と前年

の、突然のやっぱり世帯への降りかかってきたいろいろなトラブルで、ことしどうしても納

められない、今若干残っているというような人も全部一緒くたにしてしまっていいのかとい

うことに対して私非常に心配をしているのですけれども、その点についてもう一度改めて全

部それを含めてしまっていいのかどうか、ちょっとご答弁お願いしたいと思います。

建設部次長 ただいまの金澤委員さんのご質疑ですけれども、突然リストラ当然ございます。離職し

てしまったりとかということになりますけれども、今回の通常の市営住宅の条例の運用とは

また別に、現在も離職者に対しましては半年間、これ福祉のほうとの提携でやっているので

すけれども、離職者に関しては半年間、もしその半年間でだめな場合は延長というような形

で離職者用の住宅もご用意させていただいておりまして、去年まで入っていられた方もおら

れます。また、例えば火災等がございました場合も、これ入る場所がなくなってしまう、住

宅に困窮してしまうということもありますので、その辺についても対応させていただいてお

ります。これについては、滞納があるかないかというよりも、福祉的な立場からそういうよ

うな形でとらさせていただいております。この条例とはまた別個で確認をさせていただいて

おりますし、また最近ですとこの大震災に関してこちらのほうに避難されている方について

も、住宅５戸を用意させていただいたと。これに関しても滞納はどうのこうのという形では

なくて、別個な形で対応させていただいておりますので、先ほど言われておりました離職者

の方まで滞納が云々というところは、また別個に福祉的な立場で福祉のほうと相談させてい

ただいて、場合によれば福祉のほうの住宅だけの生活保護ということもございますでしょう

から、この辺は連携をさせていただいて対応をとらせていただければと思っております。

以上です。

金澤委員 それはそれでひとつ離職者と、あと火災による住居困窮者については、現在も日本赤十字

さんといろいろ連携して、福祉のほうとも連携されているのは私も承知しているのです。た

だ、それはあくまでもそのために用意している部屋というのは、通勤とか、あとは老朽化と

か含めて、いわゆる人気がなくてあいてしまっているかなり生活には厳しいような市営住宅

ですよね。例えば富士見台とか、ああいう通勤にも便利で快適、いわゆる条件のいい市営住

宅にはそれ申し込むことできないのではないのですか。現状どうですか。

営繕課長 あくまでも空き家に対しての定期募集ですので、今名前が出ました富士見台あるいは真土

等々は満タンといいますか、提供したくてもあきがない状況ですので、今離職者さんとか、

火災とか、その辺については、今は池ノ下団地、それから下河原団地という中層住宅を提供

しております。
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以上です。

金澤委員 私が確認したいのは、そういう離職者とか火災で焼け出された人とかは特定の市営住宅の

ほうに割り当てられて、たまたまそのときに真土団地とか富士見台の団地があいたとしても

そこには入れないのではないのですかということ、それを確認しているのですけれども。

営繕課長 まず、離職者の関係なのですが、これは登録といいますか、ハローワークのほうにここの

住宅のここのというふうに届けてありますので、それが県にももちろん届けてありますので、

近隣では入間市しかないのですが、その登録したときに何々団地の何号棟何号室というのを

届けてありますので、その時点でもちろん富士見台なりそういったところがあいていないと

いうことで、一番その中でも幾つかあいている中では、木造に比べたらもちろんいいレベル

のほうかなというふうに考えて登録といいますか、出しております。

金澤委員 なかなかちょっとご答弁が、私のほうが理解不足なのかもしれないけれども、ご答弁理解

できないのです。私が聞いているのは、今回の制限をかける、市税滞納のかけ方が十把一か

らげでかけていいのですかという本質的なところを話ししていまして、今次長のほうから離

職者、これはもう国の政策で失業者対策の関係で出てきているの、これは私わかっているの

です。例えばでは失業していなくても、自営業者などで急激な売り上げが落ちているとかい

ろいろありますよね、病気だとか。そのような場合は、これ救われないわけですよね。そこ

まで含まれていないではないですか。あくまでも勤労者がリストラ等の失業に遭った場合で

すよね。どうなのですか。

建設部次長 今、市営住宅の部分の中でのご議論だと思うのですけれども、例えば先ほども申し上げ

ましたとおり、生活に困窮されている自営業者の方、この方がでは福祉のほうとの、福祉と

市営住宅、こちらの連携、これ市１つですから、あくまでも市営住宅がどうのこうのだけで

はなく、福祉のほうで対応していただくべきものはいただく必要があるのではないかと思っ

ております。当然市営住宅の入居に関しては、先ほど課長も申し上げましたとおり、年間５

軒程度しかあかないという状況もございます。同じ低所得でありながら納めていただいてい

る方と納めていただいていない方、これの通常の申し込みに関してはやはり線を引かせてい

ただきたいということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

金澤委員 おっしゃりたいことわかるのです。滞納者と滞納者でない人を区別したいという気持ちは

わかるのです。方向性としてはわかるのです。私が言っているのは、滞納者であっても悪質

な、払えるのに払えない人と、急激な世帯主のリストラとか、大病とか、いわゆる世帯収入

が減少してしまって、やむを得ず今当面払えないけれども、しっかりと分割納付で誠実に滞

納している人も一緒にしていいのですかということなのです。

では、聞き方を変えると、例えば入居者の資格で継承の問題ありますよね。本来配偶者で

なくても子供に対して、例えば障害を持っている子供とかの場合にはこれ承継認めているで
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はないですか、例外ケースで。先ほども言ったように、前にも触れましたけれども、連帯保

証人についても例外認めていただいているではないですか。では、どういう場合が例外なの

だと言ったって、それは個々のケースによるのだと、誠心誠意、生活困窮、低所得者対策の

ための福祉住宅政策でしょう、これ課長がおっしゃっていたけれども。だから、これについ

てはそのような誠実な市民すべて排除するというのは、少し乱暴ではないのですか。乱暴だ

と思うのですけれども、その点について本当に十把一からげにしていいと思っていらっしゃ

るのか、部長のご答弁お願いします。

建設部長 基本的に金澤委員が言われるその十把一からげにしていいのかということについては、当

然連帯保証においても同様な形で取り扱いはさせていただいておりますので、基本的にはそ

の一人一人の申込者の状況というのは十分把握をしないといけないということは基本に思っ

ております。当然その一人一人の状況というのは十分に把握をしながら、どうしてこういう

ふうな滞納になっているのかというような把握はさせていただき、それからそういう部分に

ついての、基本的には完全に滞納でないという者を根底に置きながら、その方自体の状況を

十二分に把握をしながらこれには対応していきたいというふうに思っております。

以上です。

金澤委員 部長の力強い、前向きなご答弁いただきました。もう一度では確認ですけれども、今のご

答弁で、一応条例上はこうであるけれども、入居要件に滞納のない者であることとあるけれ

ども、ケースによっては誠実に分割納付をしている場合の方も含めて、ケースによっては運

用というか、規則、要綱のほうで配慮していただけるということをもう一度確認させていた

だいてよろしいですか。

建設部長 基本的には滞納者でない者というものを基本に置きながら、その状況については今金澤委

員がおっしゃられたとおり、十二分にこちらで把握をしながら対応していきたいというふう

に思っております。ただ、滞納ありきではなくて、基本的にその人が置かれている状況を十

二分に把握して、相手もその部分を誠実にこたえていただくというのが基本だと思っており

ますので、何が何でも滞納が出ているから申し込みはできないのだよというような部分では

なくて、相手の立場に立った形で、それと先ほど言われたように、福祉の部分で解決ができ

る部分とか、そういうもので種々選択をしながら実際には運用を図っていくのがやはり市民

にとっては一番いいことであると思っておりますので。ただ、滞納だけは、滞納者をまた入

れていくことによって使用料が滞納になってくるということも実際にはあるわけでございま

すので、その辺についても我々はもう少し考えなくてはいけないかなと思っておりますので、

ご理解をいただければと思います。

石田委員 今の点で、例えば誓約書、連帯保証人に関しては市長が特別な事情があると認めるときと

いうので、文書でちゃんとなっているのだけれども、今回提案されている中では市税に滞納
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がない者であることというので、それについては一切入っていないのではないですか。それ

をたまたま朝岡さんが部長をやっているときはいいかもしれないけれども、ほかの部長にか

わった場合なんか、このとおり解釈していったらそれは条例に従って運営していないという

ことになりませんか。

建設部長 基本的に税の滞納がないという者が基本にあるわけです。ですから、そこで条例上はうた

ってあるということです。あくまでも滞納がないというのを基本に置いて、やむを得ない部

分で滞納になってきてしまったと。例えば急に世帯主が死亡したとか、いろいろな部分があ

るわけです、ケースによっては。だから、そのケースを見定めながらそれは運用的にしてい

く部分というのは当然必要かなとは思いますけれども、条例上にただしというような部分で

はなくて、あくまでも我々は滞納がない者というのが基本ですよと、これは条例にうたって

おく、それでそれをまた打ち消すような部分では考えていないつくりです。ですから、ご理

解をいただきたいと。

石田委員 その辺の判断がきちっと条例に従ってやっていくのならいいけれども、たまたまこの滞納

に関してはそういう形で、市長が特別な事情であると認めるときというのはこれは入ってい

ないので、これでは部長が判断するのですか。部長の判断で決定することなのですか。

建設部長 やはり市全体で考えていくということになれば決裁を上げて、それを許可を得るというの

が基本的だと思います。

石田委員 もし先ほど金澤委員が言ったような形でそういう人たちも認めていこうというのだった

ら、きちっと条例の中にただし書きなりなんなりでやっぱりそういった方向を書くべきでは

ないかと思いますけれども、そうではないのですか。

建設部長 我々としては、あくまでも税の滞納がある人を優先して入れるというようなことではない

ということです、基本的には。先ほども次長が申し上げたとおり、一生懸命働いて税を納め

ている方もいらっしゃるわけです。ただ、先ほど金澤委員が言われたように、特殊なケース

で、一生懸命納めたくてもケースによって納められなかったというような場合はあくまでも

特殊なケースという形ですので、それは決裁で行っても別段差し支えがないのではないかな

というふうに理解しております。

金澤委員 いろいろと前向きな答弁も、部長のご決断に本当に敬意表したいのですが、１つだけちょ

っとおせっかいかもしれないのですけれども、入居申込書等に含めてやっぱり案内書などで、

今現在の入居案内書についても保証人を立ててくださいということになっているだけなので

す。そこで、やっぱり市民相談でよくあるのが、保証人いないのですという相談は何回も今

までいただいているのです。そんなときに、よく相談してみれば入間市役所の人は優しいか

ら大丈夫だよとお答えするのですけれども、中にはそういう相談ができないまま自分自身の

判断、ああ、自分は連帯保証人なんてとてもとてもできないわ、見つからないわといっても
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う自分であきらめてしまう方、相談がないままあきらめてしまう方も中にはいるのではない

かなと、本当に厳しいのにあきらめてしまうケースがあるのではないかなというふうに思い

ますので、できればこの募集案内、申込書等に先ほど言った滞納者とか連帯保証人の条件に

そぐわない方についてはよくよくご相談をしてくださいというような一文を入れていただけ

れば救われる方も出てくるのではないかと思いますが、その点についてのご配慮をご検討し

ていただきたいと思うのですが、その点いかがでしょうか。

営繕課長 そのように入居案内のところと、それから入居手続のところ、ページ違いますけれども、

そこのところでそのような市のほうに、担当のほうに相談してくださいというようなことを

記入させていただきたいと思います。

委員長 建設部長、大丈夫ですか。大事なことですけれども。もう一回。

建設部長 入居案内等に明確に担当のほうで明記をするということでございますので、そうさせてい

ただきます。

以上です。

金澤委員 ちょっと関連質疑なのですが、今現在の９月年１回の申し込み期間ですよね。確かにあく

回数が少ないのでという背景はあるのですが、この入居申し込みの期間を県営住宅みたいに

年数回とか、随時受け付けとかということの検討というのはできないものなのでしょうか。

営繕課長 先ほどもちょっと申しましたが、どうしてもあきがなかなか、県営住宅ですと分母が大き

いものですから、今県内では２万数千戸あります。市内でも1,400戸前後あるのですが、で

すからその回転が、出入りというのですか、入退去が多いものですから、県は４回この定期

募集をしています。市についてはなかなか、先ほども次長のほうから言いましたが、四、五

軒が移動の数でございますので、何度やっても、結局その書類だけいっぱいつくってもらっ

て何回も申請してもらうというよりも、１年に１回ですけれども、それで次の、また１年間

有効ですので、あけば登録した順序で紹介していきますので、できれば、なかなかいっぱい

あくような状況になればまた臨時募集なり、年２回なりとか、回数をふやすなりというのは

あるかと思うのですが、現状ではちょっと、その都度、その都度いろいろな書類を用意する

ということもございますので、今のところは１回でやらせていただきたいと考えております。

駒井委員 今、答弁の中にあったのですが、市営住宅の状況をちょっと聞きたいのですが、今市営住

宅は入間市の場合、何戸あるのでしたっけ。

営繕課長 市営住宅管理戸数、建物として建っているのが446戸でございます。

駒井委員 それと、あと入居がある年間の戸数およそどのぐらい。今、四、五軒とか言われていまし

たが、大体どのぐらい年間空き家ができて入れかえがあるのか、その辺を。

営繕課長 年度によってちょっと多かったり、少なかったりあるのですが、私の記憶では三、四年前

に９軒の入れかえがあったのありますけれども、その後やはりそれだけで、あとは大体四、
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五軒が平均的な入れかえといいますか、入退去の現状でございます。

駒井委員 あと、その入居条件は、入間市の場合は抽せんではなくて、その条件によって入居が決ま

っていくのか、その辺の入居条件について。

営繕課長 まず、全員の方の収入状況、あるいは特定の母子家庭か、あるいは高齢者とか、その裁量

的なポイントが加算されるのが、大体県営もそうですけれども、他市町村もそうなのですが、

そのポイントをつけていきます。あるいは、２回目の申し込みとか、そういったポイントも

だんだん高くなっていきます。そういったことを、いわゆるさまざまなことをトータルして

登録順位というのをつけてございます。かつ申請される方が、私は何々団地を希望しますと。

ですから、Ａさんは何々団地の何番、例えばＢさんは何々団地の２番とか、そういった登録

になります。

駒井委員 今現在、登録されている人数は何人ぐらいいらっしゃるのですか。

営繕課長 昨年の定期募集のときに35戸申し込みというか、申請がありまして、31戸……

〔（30じゃない）と言う人あり〕

営繕課長 35戸出たのを審査で、要するに収入オーバーとか、そういったものではじかれまして、最

後は30戸で登録をされております、今。それはことしの９月の次の募集までは有効ですので、

あきがあれば紹介するということでなっていきます。

駒井委員 年間申込者というのは、大体その30戸ぐらいなのですか。

営繕課長 平成21年が、申請数ですけれども、54戸です。平成22年度が36戸、それから平成23年度が

30戸登録です。先ほど申しました平成21年に54戸申請ですけれども、８戸入居。平成22年度

が36人申請で５戸入居。昨年の申し込みで30戸で、現在のところ３戸入居。

以上です。

駒井委員 結構確率が低いというか、申し込みはやっぱり分母が、人数が少ないというか、その総戸

数が少ないから動く人が少ないし、そこに応募する人もなかなか入れないというふうな状況

もあるような気もしますが、火災とか、災害とか、そういうときについては結構優先的に入

ってしまうわけなのですか。

営繕課長 先ほど申し上げましたとおり、火災とかその辺の特別な場合は何とかしてそれを入れる。

ただ、今短期間なものですから、例えば火災の場合は。次に福祉とまた相談してということ

になりますので、まず暫定的に１カ月とかという形になりますので、最悪の場合はもう最近

転出された木造住宅も使って対応もしておりますし、たまたま今耐震の工事をやっています

ので、結構政策的に工事のためにあけておく住宅がありますので、やむを得ない場合はそこ

ももう使わざるを得ない。ただ、その工事やるまでには当然短期間ですから、また出て次の

ところに移っていただけるのではないかと思っていますので、最悪の場合はそういうような

ところで対応しております。
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駒井委員 あと、条例上の平成３年法律第77条の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に

規定する暴力団員というふうな形で書いてあるのですが、この内容についてはわかりますで

しょうか。

営繕課長 定義でございますが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律ということで、定

義で、第２条で、この法律における各号の用語の定義ということで、暴力団員というのは暴

力団の構成員を言うということで、その中には例えば暴力的要求行為等の違反する行為とい

うふうなことで認識しております。

駒井委員 その滞納の条件なのですけれども、市民税だけを対象にしているのか、そのほかさっき金

澤委員が言われたように、国保税ですか、ああいうのも滞納の条件にしているのか、その辺

はどうなのでしょう。

営繕課長 今のところ、市民税と、それから国民健康保険税のほうを一応基本的には考えております。

それは、あくまでも確認書でという形でございます。確認をするということでございます。

建設部次長 ただいまの市税の滞納の関係につきましては、滞納は幾らあるか、未納は幾らあるかと

いうことでなくて、要するに市税を滞納しているか、滞納していないかということになりま

すので、例えば軽自動車税もありますし、固定資産税もありますし、それは納税証明を添付

させるわけではございませんので、未納があればその段階で未納ということで滞納ありのほ

うになるということでございます。万が一に市外の方で入間市に在勤の方が申し込んだ場合、

余りないと思いますけれども、その場合については同意をもらっても他市町村のことですの

で、確認書をいただけるということにはなりませんので、その場合について最低限市民税と

国民健康保険税、こちらのほうの納税証明書を現年度、これはどこも書いていないですけれ

ども、現年度分とその前年分ぐらいの納税証明書を添付いただくような形で考えております。

以上です。

横田委員 では、１点だけちょっとお伺いします。

市税滞納のところの件なのですけれども、市税滞納でない者ということが条件というとこ

ろなのですけれども、これ何か近隣とかいろいろと見ると同じような条件を出しているとこ

ろが結構あるのかなと思うのです、この県内。それがどのくらいその件数があるのかどうか

をちょっとお伺いできればと思います。

営繕課長 現在、県営住宅と、それから県内48の市営住宅、要するに公営住宅を持っているところが

48市町村ございます。そのうちの41市、約85パーセントのところで市税滞納がないというこ

とになっております。県営住宅につきましては、県民税と該当、住んでいるところの市民税

も滞納はだめだよというふうになっております。ですから、県営住宅については、市県民税

というふうな扱いになっております。の滞納のないことというふうになっております。

横田委員 先ほど災害のときとか一時的に大変な状態のときは、福祉のほうで対応するなり、また運
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用の面で考慮していただけるというような感じのお話があったと思うのですけれども、85パ

ーセントのところが原則市税滞納者だめですよというようなものを条例で規定しているとい

うことは、やはり同じような状況が他市とかでもあるのかなと思うのですけれども、その辺

の対応の仕方みたいのは調べたりはされていますか。

営繕課長 全市を対象にちょっと調べてはいないのですが、県営住宅についてはその分割納入、分納

あたりは認めていないということでございます。それから、近隣の市町村ちょっと二、三確

認したのですが、そこにおいても運用においても認めていないという回答でございます。た

だ、その条例に入っていますので、それしか言いようがないのかなというふうにも思います

が、認めていないというような答えでございます。

横田委員 わかりました。では、原則はやはり税の公平性とかそういうのもありますので、滞納は認

めないという条例上の原則はそういうふうにして、しようがないと思うのですけれども、や

はりさっき言ったように対応の面でできるだけ、どういう対応をしていったらいいかという

ところを調べて運用だけしていっていただければというふうに思いますので、それをよろし

くお願いしたいと思います。

建設部長 先ほどから申し上げているとおり、原則論で市税の滞納がない者というのがもう基本前提

でございます。その中で公平に扱う点を重視しながら運用を図っていきたいというふうに思

っております。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

まず、反対の方から願います。

石田委員 議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例について、反対の討論を行います。

入居者の資格に暴力団員でない者の条件は当然のことです。しかし、一律に市税の滞納の

ない者を条件にすることは、大変経済状況が厳しい中で、納付期限を過ぎ、督促状が発行さ

れているものが年間５万1,823件もあり、その数多くの市民を締め出すことになります。そ

して、現在滞納したものをまじめに分割納付している市民を締め出すものです。低迷する厳

しい経済状況の中で、合理化や倒産などで職を失い、税金を滞納せざるを得ないこともあり

得ます。納付期限を過ぎて納める場合や分割納付を始めた後に民間アパートから市営住宅に

移り、生活を安定させたいと望んでも不可能になります。生活を再建するためにまじめに努

力している市民に冷水を浴びせる行為です。市税滞納者の行政サービスを制限する冷たい施

策には強く反対します。
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また、「保証人」を「連帯保証人」に変更することは、入居手続のハードルを不可能に見

えるほど高くするものです。連帯保証人を２人確保しなければならないと知った時点で、多

くの市営住宅入居希望者はあきらめざるを得なくなるでしょう。これは余りにも厳しい条件

であり、認めることはできません。

以上の２点の理由により、議案第５号に反対します。

以上です。

委員長 次に、賛成の方願います。

駒井委員 議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例に対し、保守系クラブを代表して

賛成の討論を行います。

本条例の一部改正は大きく３点、入居者の資格要件に市税の滞納のない者、暴力団員でな

い者を追加し、「保証人」を「連帯保証人」に改める改正であります。市営住宅事業は、住

宅に困窮する低所得者に対して安価な家賃で住居を提供する行政サービスであり、市税を滞

納する者を入居資格から外すことは、税負担の公平性、平等性から当然制限されるべきもの

であります。しかし、特段の条件がある場合は別に考えていただきたいと思います。また、

暴力団員の排除についても、市営住宅入居者や周辺住民の方々が安心して平穏に暮らせるた

めに必要な改正であると理解するものであります。「保証人」を「連帯保証人」に改めるこ

とについては、入居者に係るさまざまなトラブルの早期解決を図るだけでなく、厳しい財政

状況の中、住宅使用料の滞納の徴収強化を図ることによって、老朽化した市営住宅の改修、

建てかえ費用の一部財源確保が図れるなど、改正による行政側のメリットは大きいと理解し

ます。しかしながら、市営住宅に入居を希望する方々から見れば、安易に連帯保証人を見つ

けられないなど厳しい改正となりますので、改正後の運用に当たってはそれぞれの方々の事

情を踏まえた親切、丁寧な対応が必要であると考えます。

このことを申し添え、議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例について、

賛成の討論といたします。

金澤委員 議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例、このたびの議案において第６条

の５項に市税の滞納のない者であることの条件が追加されております。公平性の観点からそ

の必要性は認識するものの、前年末などに世帯主がリストラや罹病に陥り、大幅な減収の世

帯が十分な市税の減免が受けられないまま市営住宅を希望した場合、分割納付により誠実な

納税姿勢を示している市民にも制限がかかることにもなりかねない心配がありましたが、先

ほどの部長のご答弁で例外を含め真摯に対応していただけるとの答弁がありました。それを

もって了とし、本議案に賛成といたします。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕
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委員長 なければ討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例は原案のとおり決することに賛成

の諸君の起立を求めます。

〔起立多数〕

委員長 起立多数であります。

よって、議案第５号 入間市市営住宅条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決いた

しました。

暫時休憩いたします。

午前１０時５４分 休憩

午前１１時０５分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第６号 入間市下水道条例の一部を改正する条例

委員長 次に、議案第６号 入間市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

提案理由の説明

建設部長 議案第６号 入間市下水道条例の一部を改正する条例について、提案の理由の説明を申し

上げます。

今回の改正は、下水道法の一部が改正されたことに伴うものであります。改正の内容は、

下水道法第４条で公共下水道管理者が公共下水道を設置しようとするとき、事業計画を定め、

国土交通大臣もしくは都道府県知事の認可を受けなければならない旨を規定しております

が、今回の改正により認可が不要となったことから、所要の改正を行うものでございます。

なお、この条例は、平成24年４月１日から施行したいものでございます。

以上で提案の理由の説明を終わります。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 今回この認可制度が廃止された背景というか、その要因は何なのですか。

下水道課長 そもそもこの原因となった法律でございますけれども、現在行われている国の第１次一

括法、正確に言うとちょっと長いのですけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための
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改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、この中で第35条で下水道法を改正す

ると。いわゆる権限移譲の一環として行われたと解釈しております。

以上です。

石田委員 一般的にこういった認可すると、逆に国のほうとしても補助せざるを得ないという面があ

りますよね。そうした面でこの認可制度が廃止されたことによって、今後の動きなのですけ

れども、国からのこの下水道事業に対します補助というのは削減されていくという方向は出

てこないですか。

下水道課長 実質的に現在認可、私ども流域下水道ですので、都道府県知事の認可を受けてやってい

ますが、実際今回の改正により実質的に事務が変わるかというと、全く一切考えておりませ

ん。今回補助金の要綱とは全く別の部分ですので、全く影響はないというふうに考えており

ます。

石田委員 では、確認しておきますけれども、今後例えば調整区域に区域を広げていくという場合も、

前と同じような方向で国からあるいは県からの補助が得られるというふうに考えてよろしい

ですか。

下水道課長 そのとおりだと思います。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第６号 入間市下水道条例の一部を改正する条例を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１１時０９分 休憩

午前１１時１０分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第１１号 市道路線の認定について
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委員長 次に、議案第11号 市道路線の認定についてを議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

提案理由の説明

道路管理課長 議案第11号 市道路線の認定について、提案の理由を申し上げます。この市道Ａ729号

線につきましては、事業主である株式会社山一商事が都市計画法に基づき春日町２丁目に築

造した道路で、市に帰属されたことに伴い、市道として認定するものでございます。路線の

起点は入間市道に接し、終点は狭山市道に接しております。細部につきましては、資料をご

参照いただきたいと存じます。

以上で提案の理由の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げ

ます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

金澤委員 今回の該当の箇所、現地確認させていただきました。今回のＡ729号線と既存の市道Ａ22号

線、一番後ろの公図写しでいうところの左下の部分です。これについては16号から一方通行

で、これ右から左に動くような一方通行になっています。ということで、今回の開発部分に

入ってくる場合には、右から左に向けてちょっと鋭角ぎみに曲がるようになってくるわけな

のです。当初この部分については隅切りがされて、地番でいうと500の８ですか、隅切りが

されていないということで心配をしていたのですが、実際に現地を確認したところ角っこは

駐車場のような形態になっていまして、ちょうど交差点の部分がひざ下ぐらいのブロック塀

だったのです。そうすると、右から左に入って、進入して一方通行ですから、右に曲がって

今回のＡ729号線のほうに、右に右折しようとすると非常にこれ車こすりやすくなって、往

々にしてもめる案件だというふうに私は感じたのです。今回その500の８既存部分に対して

隅切り等ができればよかったのですが、その点についてちょっと執行部のご見解をお願いし

たいと思います。

道路管理課長 今委員さんご指摘のとおり、隅切りは原則両側に設けるのが一番よろしいわけなので

ございます。ただし、地形等いろいろな理由で両側に隅切りがとれない場合はこの限りでな

いといったそういう基準ございます。それで、今回の場合、500の８というそこの土地なの

ですが、今回の開発の地主さんとは全然別の地主さんで、いわゆる隅切りが欲しいというこ

とで交渉はしたらしいのですが、どうしてもご協力いただけないということで、やむを得ず、

いわゆる今回のこの道路おおむね４メートルの幅員の道路なのですが、その４メートルの場

合につきましては交差角が大体90度前後ですと隅切り長がいわゆる両側隅切りの場合は３メ

ートルずつ欲しいのですが、今回の場合、その片側しかとれない、要するに開発側のほうし
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かとれないものですから、そこら辺につきましては５メートルの隅切り長ということで、標

準よりは長い隅切り長をとって、これでやむを得ずという形での、開発の担当のほうからす

るとそれで話はまとまったということでございます。

金澤委員 いろいろとご努力、配慮いただいたことについてはありがたいというふうに思っているの

ですが、でも実際やっぱり現場を見させていただくと、間違いなくこするなと、トラブルの

原因になるなというのはやっぱり実感したのです。そういう意味で往々にして起こってくる

のが、ではここにそのブロック塀があるよということでポールを立ててくれとか、カーブミ

ラーとか出てくると思うのですけれども、少なくともここに、このブロック塀の角の部分に

対してポール等を、赤白のポールありますよね、ゴムの。あれを立てていただくように開発

業者さんに、市が全部税金でやるのではなくて、その分では開発業者さんのほうにポールの

ほうをやっていただくように、また市のほうと連携していただくように要請はできないでし

ょうか。

道路管理課長 そういうことであるならば、指導というか、協力を求めるようにしたいと思います。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第11号 市道路線の認定についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１１時１５分 休憩

午前１１時１７分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第２３号 平成２４年度入間市一般会計予算のうち所管のもの

委員長 これより当初予算７件について審査を行います。

まず、議案第23号 平成24年度入間市一般会計予算のうち所管のものを議題といたします。
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初めに、環境経済部所管のものから審査に入ります。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

まず、環境課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

環境課長 それでは、議案第23号入間市一般会計予算のうち、環境課所管の主な事業についてご説明

申し上げます。

初めに、歳入についてですが、予算書の20から21ページをお開きください。主なものとい

たしまして、款14項２目３衛生手数料、節２保健衛生手数料、説明欄の犬の登録手数料575万

6,000円につきましては、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済み票の交付手数料でござい

ます。

次に、予算説明書の22、23ページをお開きください。款15項２目３衛生費国庫補助金、節

２清掃費補助金、説明欄の循環型社会形成推進交付金197万6,000円と、26、27ページ、款16項

２目３衛生費県補助金、節２清掃費補助金、説明欄の浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付

金321万6,000円につきましては、ともに実績を踏まえまして合併浄化槽設置の国、県の補助

金を見込みました。

次に、歳出につきましてご説明を申し上げます。予算説明書の88、89ページをお開きくだ

さい。款４項１目１保健衛生総務費、大事業、瑞穂斎場組合負担金１億2,332万1,000円につ

きましては４市１町で構成している瑞穂斎場組合の管理運営費の負担金で、構成市町のうち

入間市の負担割合といたしましては38.25パーセントとなっております。

次に、予算説明書90から91ページをお開きください。最上段の目３環境保全費、中事業、

環境の保全及び創造に資する助成事業730万円のうち、700万円は住宅用太陽光発電システム

の設置費補助金で、設置費用の一部としまして太陽電池容量の最大出力値で１キロワット当

たり２万円を補助するものでございます。特に申請申し込みや問い合わせ等が多いことから、

限度額５万円に対し平成24年度は140件を見込んだところでございます。また、残り30万円

は雨水利用タンクの設置費補助金で、限度額２万円に対し15件分を見込みました。

次に、目４公害対策費、大事業、公害関係調査分析関係費1,227万5,000円は、例年実施し

ている公害に関する調査でございます。主要河川の水質調査、自動車排ガス調査、ダイオキ

シン類の調査等に伴う検査機関への委託料となっております。

次に、予算説明書94、95ページをお開きください。項２清掃費、目１清掃総務費、大事業、

入間西部衛生組合負担金２億5,717万7,000円は、入間市、日高市の２市で構成する一部事務

組合のし尿処理事業を行うための負担金でございます。平成13年度分大規模改修工事費の起
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債が昨年で完済されたことによりまして全体の負担金が少なくなったもので、前年度対比で

1,320万4,000円、率にしまして4.9パーセントの減額となっております。

以上をもちまして環境課所管の概要説明を終わりにします。よろしくご審議賜りますよう

お願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

関谷委員 まずは、歳入からお伺いします。

予算説明書の20、21ページ、犬の登録手数料についてお伺いいたします。決算特別委員会

のときも申し上げたのですけれども、この犬の登録手数料ですが、3,000円でしたっけ。そ

の3,000円の根拠は何かといった問いに、近隣がそうだからという返事で、それでは根拠に

ならないので、明確な根拠をお示しください、それについては考えてみますと、場合によっ

ては減額とかそういったことも考えてみますといったことで決算特別委員会は終わったので

すが、その後根拠についてはお調べでしょうか。

環境課長 犬の登録手数料につきまして、12月議会のほうでも一般質問でございました。注射料金と

検査済み証と、そういうのも含めてその時点で再度また調査させていただいたところでござ

います。その数字につきましては近隣のほうをまず調査いたしまして、登録手数料のほうな

のですが、関東近辺はほとんどが3,000円。大変失礼しました。関東近辺というより、全国

的に3,000円という数字をどちらも採用してございます。登録済み票のほうがやはり550円と

いう数字をどこの市町村も採用してございます。予防注射料金につきましては、これはいろ

いろまちまちでございますけれども、比較的首都圏のほうは、入間市は2,750円なのですけ

れども、それより若干高目という形でなっていまして、逆に例えば北海道とか、沖縄県とか、

そういうところのほうは若干低目の数字でなってございます。先ほどの登録手数料とか注射

済み票、北海道のほうは登録手数料と済み票が若干高い一方で今度予防注射の料金のほうが

低くなっているような状況でございます。

続いて、その積算のほうの根拠でございますけれども、県から以前こちらのほうに権限の

ほうが来た際に、県のほうの人件費等をそれぞれもとに積算したものがございます。人件費

につきましては約3,034円で、それに対する消耗品等を59円足しまして合計で3,093円、市の

手数料として3,000円として考えているところでございます。

以上です。

関谷委員 確認させてください。県から権限移譲されたときに、人件費が3,034円、消耗品等が59円、

１頭につきということですね。犬の登録手数料の人件費、これは市の職員の方以外にも人件

費が何かかかりますか。

環境課長 職員のほうのお話でございます。基本的には職員の年間の事務量の金額を出しまして、そ



- 110 -

の中で人件費については40分という形の数字を出してございます。その内訳ですけれども、

登録実施計画の打ち合わせとして４分、鑑札、済み票、申請書等作成、配布、管理につきま

して8.5分、啓発文作成、配布につきまして4.0分、書類受け付け審査につきましては3.0分、

原簿作成、管理につきまして13.0分、統計、報告書、事務等で7.5分で40分になってござい

ます。これに基づきまして3,000円をちょい超えているわけなのですけれども、先ほど全国

の数字をお話しさせてもらいましたけれども、ほとんどがその3,000円というのを全国一律

的にどこの自治体も採用しているのが一般的でございます。

以上です。

関谷委員 それについてはまたちょっと後で考えてみますので、一たん終わりまして、次に予算説明

書の90から91ページの一番上、環境の保全及び創造に資する助成事業、太陽光発電と雨水タ

ンクについてお伺いいたします。

まず、現在の状況ですね。平成23年度終わっていませんけれども、現在太陽光発電と雨水

タンク別々に申し込み状況などを教えてください。

環境課長 まず、太陽光発電でございますけれども、平成23年度予算が80件ございました。それに対

しまして申し込みのほうが当初81件受けたのですけれども、４件ほど辞退ありまして、今77件

の申し込み状況でございます。続いて、雨水のほうでございますけれども、平成23年度は現

在のところ25件でございます。

以上です。

関谷委員 ちょっと確認させてください。太陽光のほうは81件の申請があったけれども、何かの理由

で最終的に申し込んだのが77件という意味ですか。

環境課長 はい、そのとおりでございます。それは申請者のほうから、いろいろな経済事情とか状況

でみずから辞退の申し出があったものでございます。

以上です。

関谷委員 そうしますと、まず太陽光発電なのですが、平成24年度は140件の枠を設けてあるのかな

と、５万円なので。思うのですけれども、平成23年度は81件の申し込みだったと。今度はか

なりふやすということは、やはり大震災の影響とかでパネルをつけたい人がふえていくとい

うお考えでしょうか。

環境課長 確かに去年の３月11日の大震災を受けまして、こういった太陽光の補助金の申請を希望さ

れる方は昨年度かなりふえてございます。実を言うと昨年もどの予算もその前年度より倍近

くふやしまして、補正をしないで対応しようという形でふやさせていただいたのですけれど

も、実際問題抽せん会はなかったのですけれども、その後平成23年度もお問い合わせのほう

はいっぱいになった後にも結構来ていました。来年度につきましてはそれを見込みまして

140件分の予算を要求しているわけなのですけれども、前期と後期と少し分けて平成24年度
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は実施する意向でございます。例年４月に募集かけまして、大体５月に決定をしているわけ

なのですけれども、それと含めまして平成24年度はまた10月ごろにもう一度再度かける予定

でございます。割り振りとしては、今のところ考えているのは90件と50件というような形で

考えてございます。

以上です。

関谷委員 では、雨水タンクのほうをお伺いいたします。

来年度からタンクの容量を100リットル以上から80リットル以上に変えて、いわゆる狭い

ところでも置けるようにするということかと思いますけれども、そうやって要件を緩和した

にもかかわらず今回平成23年度よりも減らして、15台が枠に減らしていると思うのですけれ

ども、より設置しやすい条件を設けたにもかかわらずその設置枠数を少なくしているという

のは、どういったお考えからでしょうか。

環境課長 太陽光のほうにつきましては５万円の限度額というのがございまして、それを超える申請

者が圧倒的に多い。ほとんど90パーセント以上の方がそういう方が多いのですけれども、逆

に雨水タンクのほうにつきましては限度額が現在２万円ですけれども、それに対する申請者

のほうの内容が、ほとんどが限度額にいく申請が少ない。例えば平成23年度の例でいきます

と、限度額にいくためには、こちら３分の１の補助なので、６万円というタンクの経費がか

かるわけなのですけれども、その６万円を超えているのが現在のところ２件。今25件申請が

来ているわけなのですけれども、２件でございます。今現在の補助金の額が21万5,000円。

今回当初予算で30万円見ているわけなのですけれども、25件あったとしても21万5,000円。

そういった事情の中から、30万円あれば平成24年度は皆さん、市民のご要望にこたえられる

のではないかと思いまして積算してございます。

以上です。

関谷委員 それで、これから始まること、まだ当初予算を考えている段階なのですけれども、100リ

ットル以上が80リットル以上に緩和されることによって、もしかしたらその見込みを上回る

応募がある可能性もありますけれども、そういったときには、まだ当初も決まっていないの

に補正でどうですかという質疑も変ですけれども、そういったことも考えるのでしょうか。

環境課長 確かに申請の状況が来ているものでないので、何とも言いようがないのですけれども、こ

れまでの経過を見ますと、参考までに平成23年度がさっき言いました21万5,000円、平成22年

度が21万7,000円、その前が17万円ということで、30万円あれば規模の小さい、先ほど言っ

た雨水タンクを80リットルにことし変更するのですけれども、規模の小さい方のご要望はそ

んなに極端にふえるとは考えていないのですけれども、来たとしても対応できるのかなと思

ってございます。予算枠を超えた場合は改めてまた財政部局とのお話し合いになるかと思う

のですけれども、基本的には太陽光の補助金の枠の中で泳げれば泳ぐことも考えていますし、
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実際にその30万円という額が、これ以上は考えていないのですけれども、超えた場合は財政

課とか、あるいは現行の予算の中でどこに設けるかなということを検討してまいりたいと思

います。

以上です。

駒井委員 太陽光の補助金というのは、年度をまたぐと連続してもらえるのか、それとも例えば増設

した場合には補助金がもらえるのかどうなのか、その辺はどうなのでしょうか。

環境課長 基本的には単年度の事業として考えていますので、年度をまたいでの事業としては一応要

綱上はいけないといいますか、３月までにまず完了を確認しないといけませんので、できな

い形になります。

駒井委員 そうではなくして、例えば今年度１個ある程度の部分つくって、来年度また新たに増設し

て別につくった場合は、２年連続して補助金をもらえるかどうかという。

環境課長 １軒に対して１個ということなので、その場合１軒に対して前年と翌年で２個になってし

まうので、それは一応対象から外れるという形でご理解いただきたいと思います。

石田委員 空中放射線量の測定の関係で、環境課はどことどこを担当してやっているのですか。

環境経済部副参事（環境保全担当） 測定という意味で理解してよろしいでしょうか。

石田委員 はい。

環境経済部副参事（環境保全担当） 測定につきましては、本庁と各支所を測定しております。

石田委員 あとは担当の課や何かでそれぞれ学校だとか公園だとか分かれてやっているのだと思うの

ですけれども、全体の掌握というのはどこでやっていますか。

環境経済部副参事（環境保全担当） 窓口等も一本化しておりますので、内容掌握は環境課のほうで

しております。

石田委員 市民の方も結構いろいろ関心持って見ているのだと思うのですけれども、その発表の仕方

が私はホームページだけしかやっていないかなという感じがするのですけれども、その発表

の仕方どんな形ですか。

環境経済部副参事（環境保全担当） ここで、３月15日号の市報のほうで、広報広聴課のほうが震災

対策ということで、市のやっている内容を含めまして放射能の空間の部分に関しても、全部

ではないのですけれども、一部掲載できる内容で、市報で公表する予定になっております。

石田委員 それは、例えばこの間かなりの場所で測定していると思うのですが、そのうちの何カ所で、

どのくらいの割合のところが広報に載るのでしょうか。

環境経済部副参事（環境保全担当） ちょっと資料を今持ち合わせていないのですけれども、私が知

っている限り、先ほど説明した本庁、各支所、あと小学校、中学校、それと保育所、それと

あと施設で博物館、あと体育施設程度です。今記憶しているのは、その範囲になろうかと思

います。
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石田委員 それ以外については、ではホームページから見るしかないというのが状況なのですね。

環境経済部副参事（環境保全担当） はい、そのとおりでございます。

石田委員 実際に多分ホームページを見るというのは、市民の中でごく一部ではないかと思うのです。

そういった点で、市報でなくても結構ですけれども、何かもう少し全体が見えるものがあれ

ば、今度測定器の貸し出しやりますよね。それのときにもしないで済む場所もかなりあるの

ではないかと思うのです。例えば近くに公園があって、そこも心配だからというので、自宅

と公園と両方はかりたいとかいろいろとあると思いますので、その辺を全体に市民の方が直

接、高齢者でもホームページを使わないで見れるような方法というのは、新年度で何か事業

を計画しているのですか。

環境経済部長 今、詳細の測定というのが各施設が終盤を迎えている状況でございまして、小学校な

なら小学校がすべてまとまったら一覧表にしようという形をやっている最中ですので、それ

ができ次第何らかの形をとっていきたい。要するに公園は公園でまたやっているわけでござ

いますので、要するに本当に初期の一部だけを発表するとそこだけで終わってしまうので、

一応全部まとめて発表できるような資料を今つくっている状況でございますので、そういう

形にしていきたいと思います。

石田委員 一生懸命いろいろな方が測定していただいているので、ぜひともそれが市民どなたでも見

れるような形で発表してもらいたいというふうに要望しておきたいと思います。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、総合クリーンセンター所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 それでは、総合クリーンセンター所管の主なものにつ

きましてご説明申し上げます。

まず、歳入予算からご説明申し上げます。予算説明書20から21ページをお開きください。

目３衛生手数料、節１清掃手数料、廃棄物処理手数料１億2,603万5,000円ですが、これは入

間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定により徴収するもので、平成22年度決算

状況及び平成23年度の実績等をかんがみまして、月単位の搬入量を前年度予算対比で約

17.6パーセント減の月平均700トンを見込み、計上いたしました。

次に、34ページから35ページをお開きください。目１雑入、節４雑入、35ページ、上から

２段目になりますが、資源物等売払代金9,955万3,000円のうちクリーンセンター所管分
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9,926万3,000円ですが、前年度対比2,311万4,000円、率にしまして約30.4パーセントの増額

になっております。これは、市民のご協力のもと家庭から排出される新聞、雑誌、段ボール、

空き缶等の資源物の売却益でございます。ここ数年の資源物全体の売却数量を見ますと、新

聞、雑誌等につきましては減少傾向が見られますが、他の資源物につきましては比較的安定

している状況でございます。また、売却単価から見ますと、平成23年度に入りスチール及び

アルミ系の価格が下落ぎみですが、反面、ペットボトル、段ボール等が値上がり傾向にござ

います。この増額の一番の要因でございますが、平成20年６月定例会の５番議員の一般質問

に対し答弁をさせていただきましたが、本年度から資源ごみ、これは古布、紙類になります

が、この売却方式を収集業者が紙問屋へ売却した一部を市が受け取る間接売却方式から、市

が直接紙問屋へ売却するいわゆる直接方式に変更することによるものでございます。なお、

売却方式の見直しで歳入増となる反面、歳出での従来の間接売却方式を前提とした資源ごみ

収集運搬委託料が増額となるため、トータル予算的には相殺されまして予算的増減はござい

ません。

次に、下から８段目になりますが、再商品化合理化拠出金受入金200万円でございますが、

この拠出金は容器リサイクル法の規定によりまして、市内から発生するプラスチック製容器

包装の再商品化に伴い公益財団法人日本容器包装リサイクル協会から受け入れるもので、前

年度対比で約1,800万円、率にして90パーセントの大幅な減額となっております。これは、

拠出金の総額を算出するための想定単価、これは直近の過去３カ年の再商品化事業者への支

払い実績単価の平均値ということになりますけれども、この想定単価が見直されることによ

りまして市町村配分額が大幅に減額となるとの同協会からの情報をもとに減額計上いたしま

した。

次に、歳出予算についてご説明申し上げます。96から97ページをお開きください。款４衛

生費、項２清掃費、目２ごみ処理費、大事業、資源ごみ監視対策事業809万7,000円でござい

ますが、これは埼玉県緊急雇用創出基金を活用し、市民から排出されました古新聞等の持ち

去りの被害を防止するために実施するものでございます。前年度対比343万1,000円、約73.5パ

ーセントの大幅な増額になっております。当該事業は平成21年度から実施いたしまして、本

年度で４カ年目となりますが、市民のご協力により排出された貴重な資源物の持ち去りの事

前防止策として顕著な成果が得られております。昨年度まで社団法人シルバー人材センター

が受注しておりましたけれども、本年度は東日本大震災における離職者の就労が対象となる

などの補助要件が変更になったこと等に伴いまして、新たに民間事業者への発注を前提に予

算計上いたしました。

次に、大事業、ごみ収集運搬委託事業費５億2,441万2,000円ですが、前年度対比2,305万

8,000円、約4.6パーセントの増額となっております。これは、歳入、いわゆる資源物の売払
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代金の説明で触れさせていただきましたが、資源ごみの売却方式を従来の間接方式から直接

方式に変更したことに伴い、増額計上をしたものでございます。

以上で総合クリーンセンター所管の主な事業についての説明を終わります。よろしくご決

定いただきますよう、お願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

関谷委員 96、97ページからお願いします。資源ごみ監視対策事業についてお伺いします。

県から100パーセントお金が出ているので、いいと言えばいいのですけれども、もしこの

資源ごみ監視事業を行わなかった場合、行わないと持ち去りが発生すると想定できますけれ

ども、その持ち去られた分を資源として売却したときに得られる金額と、ここで使うこの

809万円と、どちらが多いとお考えでしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 持ち去られる量、基本的には量的には少ないわけでご

ざいます。ただ、実際この目的自体が先ほどご説明申し上げましたように、市民から出され

る、いわゆる市民に対するそういったリサイクルの意識づけというか、ご協力に対してこた

えるという意味で、持ち去られる金額とこの監視に対する費用というもの自体をはかりにか

ければ当然持ち出しのほうが多いわけですけれども、やはりお金に換算できないような相当

な資源を大切にするというような啓発に対する意味では、十分効果があると思っております。

関谷委員 納得するところでもありますけれども、この持ち去られた資源を売却したときの金額とい

うのはこの809万円には到底及ばないぐらい少ない金額なのかなと私は思いますが、いかが

でしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 今、持ち去られた数量的なものを資料として持ち合わ

せておりませんので、その辺についてお答えちょっとできないのですけれども、年間相当数

例えば市民からの通報とか、警察による独自にそういう発見して、その辺の後でこの数量的

なもの情報入ってくるわけですけれども、基本的にはやはり量的にも少ないということと、

キロ当たりの単価というもの自体が安いわけです。そういうことからすると、もう正直言っ

て大幅な開きがあることは事実です。ただ、やはりこの清掃行政、ほかのリサイクルもしか

りですけれども、灰の資源化等もあるわけですけれども、いろいろなリサイクルについては

そういう単純にその出入りだけを、お金だけを換算してしまいますと、どうしてもやはりリ

サイクルはある意味割高だという話になってしまうと思うのです。ですから、その辺につい

てやはりリサイクルの啓発にかかる費用ということで、我々としては決して高いという考え

方を持っておりません。

以上でございます。

関谷委員 緊急雇用事業なので、ごみとはまた別の効果もあるわけですけれども、その緊急雇用事業
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を同じごみを減らす中でももっと別の事業として考えるといったこともあるのかなと思うの

で、この資源ごみ監視対策事業ではなくて、何か同じごみを減らすのでももっと別の事業と

して立案して緊急雇用の申請をするといった考え方もあるのかなと思いますので、その辺は

一度お考えになっていただければと要望にとどめておきます。

続いて、そのまま下がりまして、ごみ中間処理事業費の中の修繕費についてお伺いします。

２億1,753万4,000円、平成23年度から比べると3,150万円の減額かと思います。これクリー

ンセンターの修繕費ととらえておりますけれども、減額する理由ですけれども、余り修繕す

る場所が少なかったのか、または修繕したいけれども、お金がつかないのか、いかがでござ

いましょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 この減額の内訳でございますけれども、焼却の施設の

修繕費と、またあと破砕施設の修繕費、主にそれらが3,150万円の減につながっているわけ

ですけれども、修繕計画自体、クリーンセンターの修繕計画というのは年次的な計画、修繕

計画を１つは持っているわけです。あと、そのほかに緊急的な修繕費というその組み合わせ

になっているわけなのですけれども、その中で今の市の財政状況を考えた場合に、当初の計

画の中では当該この年度、平成24年度にこういったものをやるべきという考え方は持ってお

りますけれども、やはりその中でくどいようですけれども、市の全体の財政、そういった環

境を考えますと、もう少しこの部分については翌年に持っていったとしてもいけるのかなと

いうようなある程度そういった精査をいたしまして、結果としてこういった減額につながっ

たということでございます。

関谷委員 そうしますと、この減額することによってクリーンセンターの寿命がより短くなったとか、

そういう認識はないということでよろしいでしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 この寿命というのは、人間もそうですが、非常に難し

いです、出し方が。ある程度耐用年数というもの自体は、我々自体も基本的な考え方は１つ

は持っているわけですけれども、これが例えば今この場でこれだけ減額になったからこれが

伸びたと、いきなりそうつながるかどうかというもの自体は、これは明確な答えはちょっと

できかねます。申しわけございません。

関谷委員 今の件はわかりました。

では、次にそのまま下に下がっていただいて、ごみ減量化・資源化事業費のうち、資源再

利用奨励事業についてお伺いいたします。平成23年度と比べて約104万円減額されて1,378万

4,000円になりますけれども、予算が減っていますけれども、資源回収が減ることを予測し

てこういった金額になっているのでしょうか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） お答えをさせてもらいます。

市民が集める資源の量が減ることを前提としているということではなく、過去数年の実績
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等を考慮して予算を組ませていただいたものでございます。申請の上がったものについて、

予算はないから切るというような今のところ考えは特にはございません。

以上でございます。

関谷委員 では、その件は了承しました。

そこから２段下がって、リサイクルプラザについてお伺いします。リサイクルプラザ運営

事業費1,480万円ですけれども、これ予算計上の費用対効果をどのようにお考えでしょうか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） リサイクルプラザ運営事業費1,480万6,000円で

ございますが、これはリサイクルプラザで実施する各種事業、それからそこで働いていただ

いているボランティアさんの費用等が主に当たるわけでございますが、この費用に見込む効

果は十分上がっているものというふうに考えております。

以上でございます。

関谷委員 1,480万円かけてどのくらいリサイクルされて、どのくらいごみは減量しているのか、私

にはなかなか1,480万円かけている効果がわかりにくいのですが、具体的な効果って何か言

うことが可能でしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 先ほどのリサイクルの話に少し関連してしまうかと思

うのですけれども、やはり１つには体験教室、こういったプラザで行う事業によりまして、

今ごみの総排出量自体も平成19年あたりから徐々に減っている傾向にはあるわけです。そう

いったことも、いわゆるこのリサイクルプラザの活動の中である程度ボランティアの方から

また地元に戻って、一般の家庭、いわゆる市民の人に広めていっていただいたりして、そう

いったもの自体、そういった流れの中で、一家庭での排出量自体、１人当たりのごみ量自体

も徐々に減っているということにつながっているということも事実かと思うのです。ただ、

それを、先ほどと同じ答えになってしまいますが、これ自体が費用対その関係でという話は、

例えばでは今の関係でごみの排出量減った分というそれだけとらえれば、そういう数字的な

出し方もできるかと思いますけれども、ちょっと今きょう資料を持ち合わせておりませんけ

れども、見方としてはそういう対比の仕方もできるかと思います。

関谷委員 では、あと一項目だけ聞きます。

次の99ページです。ごみ処理施設地元対策補償料についてお伺いします、630万円。地元

対策補償料は、今後もずっと計上される約束になっているのでしょうか。どういった契約で

しょうか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 現在補償料をお支払いしているのは、現在クリ

ーンセンターがある新久地区と、旧クリーンセンターがある宮寺地区、それから最終処分場

のある金子地区にお支払いをしておりますが、今後の各施設が例えば廃止とか停止して施設

自体がなくなるということがあれば補償料の減額か削除ということも考えられると思います



- 118 -

が、現状では払っていく予定でおります。

以上でございます。

関谷委員 最初からそういう約束になっているのですか。この施設がある限りは永遠に払いますよと

いう約束になっているか、そこを教えてください。

委員長 ちょっと待ちますか。

〔（ちょっと時間を……）と言う人あり〕

委員長 ここで休憩をいたします。

午後 ０時０２分 休憩

午後 １時００分 再開

委員長 会議を再開いたします。

休憩前の関谷委員の質疑に対する答弁からお願いします。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 先ほどご質疑の各地区との協定書の内容につき

ましてご説明をさせていただきます。

現在総合クリーンセンターがある東金子地区は対策協議会と、それから金子地区、宮寺・

二本木地区につきましては区長会と協定書を結んでおります。その中で、焼却施設につきま

しては施設の移転または施設を使用しなくなった場合、それから最終処分場につきましては

満杯になり、埋め立て、主な目的を達成した場合について補償料を打ち切る旨の項目が書い

てございます。特に終期的には設けてございません。

以上でございます。

関谷委員 これは自治会に出していて、各お宅に出しているわけではないですか。どっちでしょうか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 先ほども申し上げましたが、現在の新久の総合

クリーンセンターにつきましては建設対策協議会へ、それから金子地区、宮寺・二本木地区

につきましては区長会にお金をお支払いしております。

以上でございます。

関谷委員 そうすると、時期は明確にしていないけれども、これこれ満杯になったらとか、これこれ

こういう状態になるまで出しますということですよね。例えば宮寺の清掃センターですけれ

ども、あれが完全に稼働していたときと、今のようにカレット置き場とかそういう状態にな

っているときとでは、これ迷惑料という言葉が適当かどうかわかりませんけれども、その地

元への負担のかけ方が違うのかなと私は考えますが、そこはいかがでしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 今この迷惑料自体の、当初からその辺の金額の変遷と

いうのは、ちょっと申しわけありません。ちょっと資料はないのですけれども、基本的に考

え方としては、まず今宮岡が申しましたように、それぞれの各施設自体が目的を達成するま
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での間ということが１つです、今申し上げましたように。今、関谷委員がおっしゃられたや

はり運用、活用の仕方というもの自体が今宮寺にとってみれば確かに当初とは違って、10あ

るところが今４ぐらいというような比率かななんて感じがしているのですけれども、その中

で対策料自体の費用というもの自体が、今の額自体が当初から減っているのか、その辺がち

ょっと手元に資料ございませんので、何とも言えないのですけれども、１つにはそういう考

え方というのもあるかなという認識というか、感じは個人的にはいたしております。ちょっ

と答えになっているか、何とも言えないのですが。

関谷委員 では、これで最後にしますけれども、その当初の金額等を内部で調査していただいてちょ

っと検討をしてみていただければと、そういう要望を伝えておきます。

以上です。

石田委員 ごみの減量化、これは可燃物のほうなのですけれども、それの状況をちょっとお聞きした

いのですけれども、分別やなんかをこの間進めてきて、かなり減ってきているというのです

けれども、実際問題として市民１人当たりの例えば量でもってどういうふうに変化してきて

いるのか。それは、埼玉県内も同じような傾向にあるかと思います。県内でこのごみの減量

化の推進の関係ではどのくらいの位置にいるのかなと、その点をまずお聞きしたいのですが。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） １人１日当たりの排出量についてでございます

が、５年間ぐらいの推移をちょっと申し述べさせてもらいます。平成18年が941グラムでご

ざいます。平成19年が925グラム、平成20年が915グラム、平成21年が895グラム、平成22年

が871グラムと減少してございます。それから、県内の状況でございますが、埼玉県の排出

量でございますが、平成21年度896グラムでしたが、ごみの排出量につきましては平成14年

度をピークに減少している状況でございます。ちょっと順位的には、申しわけございません。

ちょっと把握してございませんので、失礼いたします。

以上でございます。

石田委員 順位では、五、六年前ですけれども、５位ぐらいにたしか入っていたかなと記憶あるので

すけれども、そういう中でそれぞれ市民の努力もあるし、職員の努力もあって減ってきてい

るのだと思うのです。そういった意味では、それぞれの成果だと思うのです。成果に関して

は少なくともしっかりと把握して、市民に対しても引き続きお願いしたいというのも含めて

はっきりさせておく必要があるのではないかと思いますけれども、どうでしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 今後の一つの課題として検討させていただきたいと思

います。今のご意見を反映するような形で対応させていただきます。

石田委員 その中で、例えば減量化の具体的な問題で、分別で資源化したと。これによる成果と直接

市民が出すものそのものが量が減ってきていると。これは不況だとかいろいろな要素がある

と思うのですけれども、その辺の関連は把握しているでしょうか。
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環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 申しわけありません。今そこまでちょっと資料のほう

は整理してございません。

石田委員 具体的になかなか難しいかもしれないのですけれども、せっかく市民も減量のために100グ

ラムだとかいろいろ目標に頑張っているし、そういったあるいは分別というものがやはりそ

れなりの成果出しているのではないかと思うのです。だから、その辺の成果についてしっか

りと把握しておいてもらいたいと思います。これについては要望にとどめます。

あと、もう一点お聞きしたいのは、福島原発の事故の影響というのはどういうふうにあら

われているのか。例えば持ち込まれるごみだとか、それだとか、焼却灰だとか残渣、そうい

ったものの中で放射能の測定だとかそういうのはどういう状況なのでしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 今、放射能、原発関係での放射線の測定に関しまして

は、基本的にはクリーンセンターとか宮寺あるいは最終処分場、これは敷地ある、定点測定

として空間線量の測定をいたしております。これは毎月です。それについても、ホームペー

ジのほうには反映させていただいております。

それと、あともう一つは、持ち込まれる焼却灰の放射線量につきましては、四半期ごとと

いう形で、飛灰、固化灰、焼却残渣につきましての放射線の測定を平成24年度については実

施いたします。そういう予算計上しております。

石田委員 平成23年度については、これ測定はしてこなかったですか。持ち込まれるごみの放射能だ

とか、その焼却灰について。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 平成23年度につきましては国からの要

請がございまして、７月に採取しまして、そちらのときに１度焼却灰、焼却残渣と飛灰、固

化灰になりますけれども、それのほうの測定はしております。その後１月23日にやはり採取

しまして、それではかっております。

以上でございます。

石田委員 はかった結果もよろしいですか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 申しわけございません。７月のときに

つきましては、放射性のセシウム137の合計が1,060ベクレル。先日はかりました１月23日に

採取したものにつきましては、放射性セシウムは固化灰のほうが360ベクレル、焼却残渣の

ほうが83ベクレルです。

以上でございます。

石田委員 こういう形で焼却灰や何かになるとふえるのかもしれないのですけれども、一般の市民か

ら見るとすごい大きな数字ですよね。だから、そういった要素として、例えば持ち込むとき

に市民のほうも不安で、実際まだはかっていない中で、落ち葉どうするかとかいろいろな話

を聞くのです、ごみと一緒に実際出しているのかもしれないのですけれども。そういった点
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で、何かもう少しそれについて積極的な形でやっぱり取り組む必要があるのかなと思うので

す。だから、持ち込むごみに関しては、時々それ分析しなくていいのでしょうか。何か新年

度でやっていただけないかなという感じがするのですが。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 持ち込むもの、いわゆる落ち葉の持ち込み等について、

たしかどこかの席でご質疑が何か出たような記憶がしているのですけれども、やはりそのと

きいわゆる搬入されるごみの中で、例えば落ち葉の量とかというもの自体が基本的には量的

に少ないというようなことからして、さほど影響というものはないのではなかろうかという

ような形でたしかお答えをさせていただいたこともあるかと思います。基本的な考え方は、

そのときと同じような考え方を今も持っております。

金澤委員 まずは、歳入からお伺いさせていただきます。

34、35ページで資源物等売払代金、これについて先ほど収集のほうと直接売却の関係で、

プラマイゼロとは言っていないけれども、とんとんだというようなご答弁だったのですが、

もう一度細かく数字でご説明していただけますか。売払代金については単価の影響もあるで

しょうし、もちろん単価による影響と、あと直接売却の影響の分と分けてお示しいただけま

すか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） まず、歳入についてでございますが、現在平成

24年度から収集方法を変える資源物につきましては、雑誌、古布、段ボール、それから新聞、

紙パック、これにつきまして今度は市が直接売却する予定でございますが、予算計上上の数

値で申し上げさせていただきますが、雑誌につきましては単価4,000円のものを１万500円で

見ております。それから、古布につきましては1,000円を2,800円、それから段ボールにつき

ましては5,000円を１万500円、それから新聞につきましては現在6,000円のものを１万

3,000円、それから紙パックにつきましては5,000円を１万500円で売却を予定してございま

す。

それから、収集運搬費用でございますが、当市の場合は単価と世帯数で積算をしてござい

ますが、現在は40円という単価で平成23年度契約しておりますが、予算上平成24年度から70円

単価で計上してございます。

以上でございます。

金澤委員 ちょっと今の説明だとわかりにくいので、この9,900万円超の資源物等売払代金のうち、

前年度が7,600万円ですよね。それとの差額があるわけなのです、二千三、四百万円。その

分の影響額についてご説明していただきたいのですけれども、まずは。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） まず、歳入でございますが、平成23年度当初予

算と比較いたしまして現在の申し上げました５品目について、2,314万9,000円の増を見込ん

でございます。委託料につきましては、40円単価を70円にしたことによりまして、2,305万
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8,000円の増を見込んでございます。

以上でございます。

金澤委員 少しわかってきました。それで、その委託費用のほうが、せっかく直接売却によって2,300万

円超が増収になるわけですよね。今まで業者の手元に差益として残っていたものをしっかり

と市が吸収しましょうということをご計画いただいたということなのですが、先ほどちょっ

と答弁の中で５番議員と言ったのですけれども、私当時５番議員ではなかったので。議会の

ほうの申し合わせで名前を出していただくということになっていますので、今後はよろしく

お願いいたします。

せっかくそれで増収図られたけれども、その差益がなくなった分委託については上がるだ

ろうということですよね。これあくまでも予算上の、入札の結果によって動きがあるのでし

ょうけれども、2,300万円プラスの委託料の上乗せを予算化されたというふうに理解したわ

けなのですが、40円から70円としたこの根拠というのはどこから持ってきたのですか。

環境経済部長 以前70円ぐらいで請け負っていた時代が、平成20年前後はその単価だったのです。競

争が激化しまして、多分平成21年ぐらいから１社が断トツ下げまして、40円というような形

が起きてきたのです。ですから、そういう形がどんどんある意味でのダンピングとは言いま

せんけれども、そのダンピングに近いような行為がなくなると70円ぐらいに戻るのではない

かという、一応当初予算ではそういう予測をして予算を計上してあると、こういうことでご

ざいます。

金澤委員 あくまでも予算の枠組みなので、この予算が膨らんだから全額そのまま出て高くなってし

まうということではないということは理解しているのです。ただ、ちょっと確認したいので

すが、そういう意味で直接売却方式をこれまで過去に採用している狭山市さんなどをやっぱ

り参考にしていただいたと思うのですが、近隣市でこのような直接売却方式に踏み切ったと

ころの事例及びその単価、収集委託への単価についての調査というのどのようになっている

のでしょうか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 資源物の売却単価につきましては調査して近隣

市の状況を把握している部分はあるのですが、委託料に関しての調査的なものはしてござい

ません。

以上でございます。

金澤委員 もったいないですよね。直接売却ってわかりますか。皆さんわかると思うのですけれども、

結局１年に１回の値決めだと、市価がそれよりも実際に売払代金のほうが高いと、その分の

差益というのは市に納めないで業者の懐に入ってしまうという、これが間接売却。これを改

めたということは、それはいいのですけれども、なぜ調べなかったのですか。すぐ隣に狭山

市さん直接売却やって、もういい例があるわけですよね。これなぜ調べなかったのですか。
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環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 非常にこの収集委託に関しての確かによくお話をする

ことなのですけれども、通常の土木建築等のそういった設計については積算の基準があるわ

けですけれども、この収集委託業務についての基準的なものは基本的にないということで、

見積もり合わせという形で契約を締結していることにしているわけなのですけれども、その

見積もりの中でもちょっと狭山市さん、確かに収集形態やら収集、そういった状況的なもの

というのはそれぞれ市によっては違いがあるにせよ、確かにこういった形で変更するに当た

っては、今から考えればやはり情報としては集めるべきだということで、反省すべき点かな

と思っております。

金澤委員 何回も繰り返すようですけれども、あくまでもこれ枠の設定だということは十分理解した

上で、きめの細かい予算計上というか、見積もりの作業をお願いしたいというふうに思いま

す。これはもうここでとどめたいと思います。

それで、余りこれ詰めてもあれなので、次にいきしょうね。次に、再商品化合理化拠出金

受入金ということで、容リ法の関係でこれが平成23年度は2,000万円返ってくるはずだった

のがことしはその10分の１の200万円ということで、何でこんなに違うのかなということは

非常にやっぱり素直に疑問に思うわけです。ちょっと事前に部長さんにお忙しいところ説明

はいただいたのですけれども、その中で返ってくるのも確かに10分の１になるけれども、そ

もそもそれの返っていく、還付されるけれども、その前に払う、こちら側から払う拠出金そ

のものが減る見込みだというようなご説明をいただいたわけなのです。その拠出金について、

もうちょっと具体的に説明していただけますか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 これにつきましては、特定事業者、要

は生産者側が自分の排出する、生産するプラスチックに関しまして、拠出金のほうを容リ協

会のほうに払うわけなのですけれども、市の持ち出し分につきましては要は小規模事業者の

場合、協会に払わなくていい、適用除外の規定がございます関係で、小規模事業者の分を市

が市の負担分という形でもって支払っております。こちらにつきまして持ち出し割合、全体

を100パーセントとしますと、平成21年度でいきますと特定事業者が95パーセント、市のほ

うが５パーセント、平成22年度でいきますと協会が97パーセント、市が３パーセント、平成

23年度でいきますと特定事業者が99パーセント、市が１パーセントということで負担割合が

徐々に減ってきております。あと、１トン当たりの協会に支払う単価につきましても、平成

21年度につきましてはトン当たり６万5,700円、平成22年度につきましては５万3,200円、平

成23年度につきまして５万2,000円と、徐々に負担割合が減っていくと同時に協会に支払う

１トン当たりの単価も下がってきております。

以上でございます。

金澤委員 了解いたしました。
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あと、歳入のところで最後、宮寺清掃センターのショベルローダーの購入事業があります

けれども、これの経過についてご説明いただきたいと思います。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 宮寺清掃センターで使用している重機

なのですが、ペイローダーというものでございます。これにつきまして、毎日焼却残渣とか

カレット、瓶を砕いたものなのですけれども、これをトラック等に積む作業に使っておりま

す。これがリース切れになったために、今回また再リースということで新規リースのほうを

考えていたわけなのですけれども、財政当局のほうの指導によりまして、市で使うもの比較

的長く使いますので、トータル的に考えるとリースよりも購入したほうが得であろうと。ま

た、財政当局の指導で起債がつくということで、リースでなく購入にしなさいということで、

そういう指導のもとに今回購入に当たらせていただきました。

以上でございます。

金澤委員 必要なものは必要で、手当てしていただくというのは、私別に反対しているわけではない

のですけれども、再リースになると通常例えば10分の１とか、かなり金額再リースの場合に

は減ったりするのですけれども、その場合もうちょっと金額で説明していただけますか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 確かにコンピュータとか、そういうも

のに対してはかなり10分の１とかになるのですけれども、今回ペイローダー、重機につきま

してはほとんど下がらないと、そういうような状況でございます。

金澤委員 了解いたしました。

あと、それについてもショベルローダーについて１点だけ。これについては、あくまでも

管財のほうを通した入札ということで、金額的にも対象物件になると思うのですが、それで

よろしいでしょうか、確認させていただきます。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 委員さんのおっしゃるとおりでござい

ます。管財のほうの関係です。

金澤委員 一応これで歳入のほうは終わりなのですが、もしよろしければ続けて大丈夫ですか。

委員長 いいですよ、歳出。

金澤委員 歳出についてお伺いいたします。

95ページ、ごみの中間処理事業の関係なのですが、焼却・破砕処理施設費についてはさま

ざま内部努力をされて、例えば燃料の投入についても温度管理など最適化を図っていただい

て、ご努力いただいていることは十分評価しているのです。そういう意味で、ここ数年のそ

ういう改革、改善のされた事例をまずは挙げていただければと思います。

総合クリーンセンター主幹 今までに、まず電気料金の関係もそうなのですけれども、使用時間帯に

よって最大使用電力が決まってくるわけなのですけれども、それをうまくならしまして、電

気料が大きくかからないような形で下げました。大した量ではないのですけれども、下げて
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おります。あと、照明器具等も照度が明るくて消費電力が少ないタイプ等にもかえておりま

す。そのほか、同じような感じなのですけれども、破砕機等がありますけれども、破砕機も

運転時間を考慮いたしまして、以前は、簡単に言うと、運転しながら投入していたのですけ

れども、現在はたまるのを待って、量がたまるのを待って、短時間で停止をしようという、

そういう形でもう運転しております。

大体以上です。

金澤委員 ご努力に感謝いたします。

あと、修繕費に関してはいかがですか。

総合クリーンセンター主幹 以前、破砕系のことになるのですけれども、瓶を砕く破砕機、カレット

用の破砕機というのがあるのですけれども、それが以前は半年に１回ぐらい交換していたの

ですけれども、研究いたしまして、摩耗が少ないタイプのを塗布しまして、塗りまして、そ

れで今はたしか１年に１回ぐらいにはなっております。こんな感じです。

以上です。

金澤委員 いろいろとさまざま提案させていただいたものが少しずつ実現できて、私も大変うれしく

思っているのですけれども、その中でちょっと今電気について触れられたのですが、平成23年

度については見込みになると思うのですけれども、クリーンセンターとして電気代、東電か

らの電気代がどれぐらい削減できて、今度平成24年度、東電から電気使用料の値上げの要請

が来ていると思うのですが、幾らぐらいなのか、それぞれ教えていただきたいと思います。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 平成23年度の一応の電気料金、見込み

ですけれども、総合クリーンセンターにつきましては9,569万円、値上げが予想されますけ

れども、値上げ後の金額が、予想ですが、１億1,042万円、影響額、差額ですけれども、約1,470万

円ぐらいの値上げが予想されます。

以上でございます。

〔何事か言う人あり〕

委員長 暫時休憩します。

午後 １時３２分 休憩

午後 １時３４分 再開

委員長 会議を再開します。

執行部に答弁を求めます。

だから、資料を後で出すとかなんとか、何でも。

環境経済部長 12月で補正した金額はっきり覚えていないので、これは後ほど提出させていただきま

す。平成24年度は、今申し上げたとおり、影響額としては1,470万円、今予定されていると
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おり上がればという話でございます。17.何パーセント上げますと東電が言っていますので、

そのとおり上がるとすればということになります。

以上です。

金澤委員 昨年度は、計画停電も含めて、ぎりぎりの節電対策されたというふうに私は理解している

のです。とはいえ、東電の一方的な値上げ通告来ているわけですから、その影響額がクリー

ンセンターだけでも1,500万円近くということで、さらなる節電対策というものを検討して

いかなければいけないのではないかというふうに考えているのですが、何か具体的に今検討

項目として何が上がっているでしょうか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 昨年と同様ということになるかもしれ

ませんけれども、やはり先ほど清水のほうが申し上げたように、効率的な運用、要は一遍に

電力を使わないで、分散させたりとかする方法と、あと昨年かなり効果があったと思うので

すけれども、作業に影響がない限り、水銀灯等、構内にもあるのですけれども、そういう明

るいときには水銀灯を落とす、これでかなり効果があるかと思います。その辺につきまして

は、また昨年と同様努力していきたいと思います。

以上でございます。

金澤委員 先ほど今ちょっと言葉で出てきました水銀灯については、私も議会のほうでハロゲン灯な

どへの高効率の照明への転換というものを要望、提案させていただいているのですが、その

点についてご検討はいかがですか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 水銀灯のメリットというのですか、そ

れにつきましてはやはり照度があると。高いところにつって、かなり下まで照度があると。

ご存じのように、クリーンセンターにつきましては工場でございますので、かなり危険なも

のでございます。そういう意味からしますと、やはり水銀灯が工場等にはふさわしいのかな

と。ハロゲン灯とか、あとナトリウム灯でしたっけ。ハロゲン灯のほうについては、ちょっ

と照度が足りないということで、かなり上の高い天井のところにつるしている関係で、照度

の関係からやはり水銀灯のほうが作業場的には安全であると、そのように認識しております。

もう一つ、ナトリウム灯につきましては、ご存じのとおり、よく高速道路等にある黄色っぽ

い照明があるかと思うのですけれども、あれがナトリウム灯だそうです。あれですと、作業

環境と、黄色くなってしまいます関係で安全性的にも余り好ましくないということで、現在

は水銀灯でもってやるのがベストなのかなということで思っております。

以上でございます。

金澤委員 ちょっと私の記憶もあいまいで、恐縮なのですけれども、ナトリウム灯でも黄色くないタ

イプのものが最近出てきて、省エネ化が図られているというたしか私のほうも記憶、ちょっ

とうろ覚えで恐縮なのですけれども、ありますので、今後継続的にそのような節電対策のご
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検討をお願いしたいというふうに思います。

あと、その下のごみ運搬処分事業費なのですが、これはずっと公明党入間市議団としても

追っかけさせていただいている最終処分場の延命化を図るために焼却灰等の残渣を他の受け

入れ施設のほうに搬出している事業費あるのですけれども、ここ数年、財政当局からの要請

で、それが一気に削られてしまって、最終処分場の予定していた寿命が10年、15年前倒しに

なってしまっているということで、非常に私ども危惧していたのですが、それに対してどの

ような今回新年度予算で予算措置がとられたでしょうか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 今年度につきましても昨年と同様並み

の800トンの資源化ということで予算計上させていただきました。

以上でございます。

金澤委員 800トンは、先ほどから聞いて知っているのですけれども、本来担当部局として何トン本

当は搬出したいのですか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 クリーンセンターとしましては、一応

実施計画等につきましては1,500トンの資源化のほうを要求してございます。

以上でございます。

金澤委員 そうすると、そこに約半分しか搬出できていないわけですよね。それがいいか悪いかは別

にしても、これで最終処分場の寿命が非常に前倒しになっていくという心配は多分担当部局

の方が一番心配されていると思うのですけれども、今現在のペースでいくとすると、予定し

ていた、本来希望する、予定する搬出量の半分しか出せないとすると、最終処分場の寿命と

いうか、計画、これどうなっていくのでしょうか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 現在の試算なのですけれども、800ト

ンずつ資源、要は800トン資源化した場合ですと、満杯になる予想が平成38年度に一応満杯

になるだろうという現在予測しております。これが1,500トン資源化した場合には、現在の

予想では平成42年度に満杯になる予測をしています。

以上でございます。

金澤委員 平成38年度とすると、多少誤差はあると思うのですけれども、ある意味ごみの量を減らす、

含めて、あと資源化対策等でさらなる延命はご努力いただけるとは思うのですけれども、や

っぱり誤差があると、あと十数年でいっぱいになって、最終処分場、次の最終処分場を探さ

なければいけなくなってきてしまうわけなのですよね。実際他市の例を見てみると、10年や

そこら、あっという間にかかってしまいますよね、最終処分場の選定が。そうなってくると、

もう平成38年度、今のペースでいくのであれば、最終処分場の計画というものもそろそろ始

めなければいけなくなってしまうと思うのですが、そこらに対する認識というのはどのよう

なお持ちなのでしょうか。



- 128 -

環境経済部長 おっしゃるとおり、本当にもう真剣に考え出さなければいけない時期でございますが、

ただちょっと本当に数字のマジックでございまして、平成38年にいっぱいになるという予想

したのが、今までもいろいろ予想つくっていって、延びていっている原因というのは、灰が

何トン入れたら、これだけの容積だから、こういうふうになるだろうという比重から考えて

やっていくのですが、実際年々年々埋めていると圧密という現象が起きて、もう灰がぺたん

こになるような状態になりまして、予想よりも容量が、残容量があいているような状況でご

ざいます。そのようなこともあるので、もうちょっと長く延命されるのかなと思います。

それと、今努力して、要するに今までいわゆる飛灰という灰は茨城県のほうの鹿島地方ま

で持っていっていたわけなのですが、それをなるべく近くということで、今近場のそういう

再利用するところを探して、単価をちょっと下げられるのではないかと、今こういう努力を

しているところです。単価を下げると、当然持っていく量をふやすことができるということ

で、そういう努力しております。

もう一つは、要するに新しいところを計画しなければいけないのではないかという考え方

なのですけれども、今の考え方は、今焼却灰を捨てている、いわゆるじかに捨てている場所

というのは市でもう全部市有地でございます。しかしながら、そのためにわきに公園つくっ

たり、水処理場をつくったりしているのですけれども、それはすべてまだ市の土地ではない

のです。ですから、ちょっと移設を考えざるを得なくなるわけです、施設を。それで、こち

ら側のまだ何も埋めていない部分に埋めるふうにするのか、それとも全く別な場所を考える

のかと、こういう選択を迫られる時期がもう数年後には来るのかなと思っております。です

から、長期計画の中でそれはよく検討していきたいと思います。

以上です。

金澤委員 ちょっと数字で大変恐縮なのですけれども、現在、平成23年度末で最終処分場の埋め立て

率というのですか、容積に対して何パーセントもう既に埋まっているというふうに考えれば

いいのですか。

環境経済部副参事（管理業務担当）兼宮寺清掃センター所長 今現在残余率が41.97パーセント。

以上でございます。

金澤委員 了解いたしました。

ちょっと戻って、市民清掃デーも入っていましたか。市民清掃デーもいいのですか。いい

ですよね。市民清掃デーなのですけれども、毎年毎年、市の職員含めて、地域の方もいろい

ろとご協力いただいている事業なのですけれども、去年の市民清掃デーのときにいろいろな

側溝やら何やら、いわゆる雨水が集まるところの汚泥なんかを集めたものを仮置き場で置い

ているわけなのですが、そこの集まった部分について、放射能汚染の問題が私やっぱり気に

なったので、許可いただいて、はかってきたら、やはり市内よりもかなり高い割合の放射能
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が検出されて、当時たしか記憶で0.9マイクロシーベルトだったというふうに理解していま

すけれども、新年度においては市のほうで責任持って市民清掃デーで集まった汚泥などを調

査していただくことはしていただけるでしょうか、確認いたします。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 その関係につきましては、今後平成24年度の清掃デー

から環境課のほうと調整をいたしまして、実施に向けて調整をさせていただきたいと思いま

す。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、商工課所管のものについて議題としますので、席を移動してください。

次に、商工課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括してお願いいたします。

提案理由の説明

商工課長 平成24年度一般会計予算のうち、商工課所管の中で主なものをご説明申し上げます。

まず、歳入であります。予算説明書26から27ページをごらんください。一番下の欄であり

ます。款16県支出金、項２県補助金、目４労働費県補助金、労働諸費補助金の2,045万円に

つきましては、国の緊急経済対策としての交付金を利用した埼玉県緊急雇用創出基金市町村

事業５件分を実施するための補助金であります。緊急雇用創出基金事業の主なものは、道路

等環境整備美化事業の499万円、資源ごみ監視対策事業809万7,000円であります。合計５つ

の事業でありまして、20人の新規雇用を予定しております。この補助金の歳入につきまして

は、商工課が一括して受け入れをしているところでございます。

次に、歳出についてご説明申し上げます。予算説明書100から101ページをごらんください。

款５労働費、項１労働諸費、目１労働諸費、大事業、シルバー人材センター補助金870万円

につきましてご説明いたします。入間市シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律に基づき、将来を見据えた超高齢社会に対応する活力ある地域社会づくりに

寄与することを目的に設置された団体であります。昭和55年に入間市高齢者事業団として発

足し、昭和57年に社団法人入間市シルバー人材センターとして成長し、さらに平成24年４月

１日からは公益社団法人として活動していくことになっております。しかしながら、2008年

のリーマンショック以来低迷する経済状況の中で、シルバー人材センターの受注量は毎年減

少しており、高齢者雇用は一段と厳しいものになっております。このような社会情勢の中で、

高齢者の雇用を促進し、生きがいを持って働く環境をつくることは、市の重要な高齢者の福

祉増進施策であると考えております。平成21年度が1,000万円の補助金、平成22年度が700万

円、平成23年度は500万円でしたが、これらの高齢者を取り巻く環境と経済状況を総合的に
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とらえ、870万円としたものであります。

次に、同じ目のうち、大事業、勤労者住宅取得対策事業5,000万円について説明いたしま

す。この事業は、勤労者のための住宅に関する貸付制度であります。ここ６年間新規利用者

はありませんでした。また、返済完納者の増加などを考慮し、銀行への預託金を2,000万円

減額し、5,000万円としたことによるものです。現在64人の方が利用中であり、融資の残高

は１億8,658万250円であります。

次に、予算説明書106から107ページをごらんください。款７商工費、項１商工費、目２商

工業振興費、大事業、商業振興事業補助金につきましてご説明いたします。これは、商店街

活性化のために、商工会を初め市内の商業団体が実施しているイベント事業、販売促進事業

に対し支援を、今年度と同額ではありますが、引き続き行ってまいります。

次に、同じ目のうち、大事業、工業振興事業、中事業、特定地域工場設置事業等補助金229万

2,000円につきましてご説明いたします。これは、企業が工場を建てるために新規に用地を

取得した場合や工場を設置したり設備を近代化した場合に、入間市商工業振興条例に基づき、

助成をするものであります。不況の影響及び工業団地がほぼ飽和状態になっている状況から、

数年前から申請件数が減り始め、来年度は新規がありませんでしたので、減額といたしまし

た。

以上で商工課所管の予算概要説明を終わりにいたします。よろしくお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

関谷委員 歳出で106、107ページからお伺いします。

商工業振興費の中のＴＭＯ活動推進費補助金、そしてその下の中心市街地活性化事業補助

金、あわせてなのですけれども、昨年の１年前の同じ委員会で、平成22年８月に商工会が調

べた空き店舗の数というのをこの同じ委員会で執行部のほうから教えていただいているので

す。アポポが６件だとか、扇町屋が６件シャッターが閉まっているとか、そういって合計市

内39、シャッターが閉まっているという報告がこの委員会であったのですけれども、その後、

平成22年８月以降の調査はありますでしょうか。

商工課長 しておりません。

関谷委員 結局この２つの補助金の効果なのですけれども、決算特別委員会でも審査意見をつけまし

て、これまでの中心市街地活性化事業を検証し、事業内容の見直しと抜本的な対策を講じる

ことという要望に対して、バツというのはやらないということだと思うのですけれども、こ

れ何でやらないのでしょうか。

商工課長 抜本的な対策というのが非常に厳しいことでありまして、もうあそこは既にハード面にお

いては一通りの面整備ができております。これから今ソフト面で各種事業、イベントを行っ
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ております。ですから、抜本的対策というのが非常に今のところできない状態であります。

現在、毎年行っているイベント等に力を入れているのが今の現状であります。

関谷委員 納得したいところなのですけれども、このままこれ続けていって、活性化されるのでしょ

うか。

商工課長 私個人的には、事業の拡大をして、活性化を信じております。ただ、先ほどちょっと言い

そびれましたけれども、空き店舗調査の絡みで、現在緊急雇用の利用させていただきまして、

商店主等の意向などの実態調査を行っております。まだその結論というか、集計ができてお

りませんので、それを見て、今後の対策を考えていきたいと思っております。

以上です。

関谷委員 では、田代課長の理想の要望に期待して、そこは終わりまして、あと次のページの旧国民

宿舎に移りたいのですが、いいでしょうか。108、109ページの旧国民宿舎、グリーンロッジ

の費用についてお伺いします。管理運営費。平成23年度700万円をかけて解体設計、幾らぐ

らいかかるよ、１億2,000万円から１億5,000万円ぐらいかかるよといったことが示されたと

思います。しかし、平成24年度にはその解体費用が全くのっていないわけですけれども、今

後のスケジュールはいかがでしょうか。

商工課長 実は平成22年度に概算設計というのを予算をいただきまして、行いました。今年度詳細設

計ということで、700万円をいただいて、行いました。普通であれば、詳細設計をした翌年

に実際に取り壊し工事にかかるのが普通の流れではありますが、今耐震化の前倒しとか、種

々の事情がありまして、取り壊しはちょっと待っている状態であります。ただ、700万円が

全く無駄になったわけではなく、また数年後に実際に取り壊しをするときには単価が変わっ

てきますので、単価だけ入れかえれば、すぐに詳細設計ができるような状態になりますので、

700万円は全く無駄ということではありません。ただ、いつごろかと言われますと、実施計

画では平成26年になっております。担当課としては一年でも早く取り壊しをしたいと思いま

すけれども、種々の状況で平成26年まで待つということになっております。

以上です。

関谷委員 それでは、ちょっと関連して部長にお伺いしたいのですけれども、旧グリーンロッジと、

環境経済部もう一つ、宮寺清掃センターという解体したいものを抱えていると思うのですけ

れども、よりどちらが危険度が高いとか、アスベストだったり、ダイオキシンだったり、煙

突が倒れるとか倒れないとか、よりどっちが危険性があって、先に解体したいとお考えでし

ょうか。

環境経済部長 つくるときには国は金を出してくれたり、借金を認めてくれたりするのですが、壊す

ときには一切起債も認めず、補助金も出さず、そういうのが実態でございます。ですから、

本当のところを言いますと、両方とも一遍に壊したいというのが私の考えですけれども、よ



- 132 -

りどちらを優先するかということなのですが、今現在宮寺のほうは、ペットボトルをベール

というつぶして一まとめにする作業をやっている場所なのです。そのヤードとして利用させ

ていただいていますので、それから福祉の方の古布選別だとか、そういうようなことを作業

としてもやっている場所でございます。グリーンロッジは、全くやっていない場所でござい

ます。ですから、どちらかといえばグリーンロッジのほうを、壊すのであれば、壊したほう

がいいのではないかと。それから、急斜面地でございますので、やはりいつまでも安定した

地盤なのかなというのがちょっと心配な部分があるということでございます。あれがすぐ倒

れるとかということはございませんけれども、加治丘陵の一角で、今のところ、見た外観上

は何か風景を乱してはいないのですが、だんだん、だんだんやはり老朽化しますと、見てく

れといいますか、その辺の外観上の問題も出てくるのかなと、こんなふうに考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

関谷委員 今国は出してくれないとおっしゃいましたけれども、宮寺清掃センターに関しましては、

再度そういったクリーンセンターのようなものをつくるときは解体費用も含めて、３分の１

補助でしたっけ、出るということもあるので、その辺もあわせて考えてみていただきたいと

いうことで、終わります。

金澤委員 ちょっと今関谷委員のほうからも出ました例の中心市街地の調査事業、まだ結論出ていな

いとおっしゃいましたけれども、今概略わかることと、あと最終的にいつごろ報告書が上が

ってくるのか、その見込みについてお聞かせください。

商工課主幹 緊急雇用によります今回の調査なのですけれども、新規雇用者によります歩行量調査、

アンケート調査、空き店舗実態調査自体はもう終了してございます。それで、今現在調査会

社のほうにて調査結果をまとめている、仕分けしている最中でございます。

以上でございます。

〔何事か言う人あり〕

商工課主幹 時期ですか。委託契約自体が３月末日が期限になっておりますので、それまでには報告

書のほうは完成されると思います。

以上でございます。

金澤委員 ちょっと委員長にお願いなのですが、その報告書が上がってきたら、当委員会のほうに出

して、協議していただければと思いますが、いかがでしょうか。

委員長 では、協議会のほうで取り扱いたいと思います。

金澤委員 その中で、９月の委員会でさんざんいろいろとお話しさせていただいたと思うのですけれ

ども、その際に緊急雇用創出という名目の補助金でありながら、入間市民の雇用をできるだ

け優先してくださいとお願いしたところ、そうはなかなかいかないのだというようなお話も

ありましたけれども、結果として緊急雇用創出の補助金を使って入間市民の雇用が何人あっ
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たか、把握されていますか。

商工課主幹 入間市民が何人であったかということは、ちょっと把握はしていないのですけれども、

実際ハローワークのほうに募集を出したところ、予定人数は集まらなかったということで、

再度地元の求人広告紙のほうで募集をかけて、そこで出てきた人数を面接の上、採用という

ことになっております。その採用の際に関しまして、できる限り近隣、入間市民をという形

でお願いしてございますが、何分面接結果での採用になりますので、それ以上のことは強制

はできませんでした。

以上でございます。

金澤委員 結論、何人予定している中、何人雇用できたのですか。

商工課主幹 採用された人間の入間市民であるかどうかというのは、私のほうでは現在のところ把握

してございません。４人採用は確認しております。

以上でございます。

金澤委員 把握していただけないのですか。

商工課主幹 調査会社のほうに確認すれば、すぐにでも把握はできるかと思います。

金澤委員 これ最初に、緊急雇用の創出なので、入間市民をできるだけ雇っていただくように業者の

ほうにもお願いするように要請しましたよね。ご記憶ありますか。それ、どういうような形

で要請していただきました。

商工課主幹 確かに採用のときに極力、最低でも県民を、県の創出事業でございますので、県民を、

できる限り入間市民をということで依頼はいたしましたが、その後、採用結果につきまして

入間市民が何人であったかということについては、私のほうでちょっと報告がまだ上がって

きておりませんので、詳細については承知しておりません。

以上でございます。

金澤委員 やっぱりせっかく要請していただいたのだから、要請しっ放しだと、やっぱり業者のほう

も受けとめ方が違うと思うのです。やっぱり雇用を、毎年毎年こういう緊急雇用というの仕

事が出てくるわけですよね。そういうときに市のほうで要請しっ放しではなくて、何人でき

ました、何人入間市民雇用できましたかと追っかけて、やっぱりしつこく言っていただくこ

とによって、相手側の業者側の受けとめ方の本気度というのが変わってくると思うので、今

後しっかりとさらなる要請、調査をお願いしたいと思いますが、いかがですか。

商工課長 わかりました。

石田委員 商業行政の中で買い物難民というか、最近ちょっと新聞なんかにぎわしているのですけれ

ども、これは入間市ではどういう区域を認めて、買い物が難しい地域と考えているのでしょ

うか。

商工課長 私が聞いておるところでは、八津池団地が多いと聞いております。あそこは、随分昔にな
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りまして、今残っている人たちは結構高齢世帯が残っているのだという話は聞いております。

以上です。

石田委員 宮寺だとか、そういうところは入っていないのですか。

商工課長 特に買い物難民のエリアの調査をしたわけではありませんので、特に区域を定めておりま

せんが、私の耳に入っているのは、八津池団地が顕著だという話ぐらいしか私はちょっと覚

えておりません。

石田委員 担当の課長として、入間の商工行政を担っているわけですから、その目で見て、話が入っ

ているかどうかではなくて、判断としてはどうなのですか。宮寺は入りません。

商工課長 買い物難民というのは、結論から言いますと、宮寺は私は今のところそんなに多いとは思

っておりません。なぜかといいますと、買い物難民というのは、一家の普通の世帯がありま

して、若い夫婦と子供がいまして、若い夫婦の場合はもう車も自由なのですけれども、その

若い夫婦がある程度年をとりまして、その子供たちは外にもう結婚して出ていってしまう。

そうすると、残った老夫婦のみが残ってしまう。そうすると、車の運転もちょっと厳しくな

る。外出するのも歩くのも大変だと、そういうのが私は買い物難民かなと分析しているので

すけれども、それの顕著なのが先ほど申しました八津池団地のところがそういうパターンが

非常に多いと思っております。宮寺につきましては、昔ながらの家、昔ながらの３世代の、

一家３世代とかいう家も多いと思っておりますので、今のようなパターンは少ないのではな

いかなというふうには思っております。

石田委員 私は、八津池の人より、むしろ宮寺の人からいろいろなそういった話聞くのですけれども、

宮寺も必ずしも古い農家だとか古い家だけではなくて、最近新しい家がすごくふえているの

です。そういう中で高齢者だけで、車が運転できないと、バスも少ないと、何とかならない

のだろうかとよく相談を受けるのですけれども、そういった状況についてはつかんでいない

ということなので、それについてしようがないのですけれども、具体的に例えば経済産業省

はこういった買い物が厳しい場所を応援する意味で、１つには店をつくることという話と、

１つは商品を各家庭に届けると、あとは、もう一つはバスだとか交通の便で出かけやすくす

ると、３つぐらいの方策を経済産業省はたしか方針として出しているのだと思うのです。そ

ういった点で、平成24年度は買い物難民に対して何か具体策を検討するという方向はあるの

ですか。

商工課長 買い物難民に対して、今言われましたお店を新設する、バスを通す、申しわけありません。

その手のというか、その方向の施策は今のところ考えておりません。

石田委員 私は、八津池と宮寺も含めて、よく検討して、ちょっと研究していただきたいというふう

に要望しておきたいと思います。

以上です。
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委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

ここで暫時休憩します。

午後 ２時１０分 休憩

午後 ２時２０分 再開

委員長 会議を再開いたします。

環境経済部長 先ほどの休憩前のご質疑で、ただいまきちっと情報が入りましたので、お答えしてお

きます。

金澤委員さんからありましたクリーンセンターの平成23年度の節電による効果額は、636万

9,000円ということでございます。

それから、もう一つ、緊急雇用で商店街の実態調査をやったときの入間市民の採用状況は

ということですけれども、４名中１名ということで、１名が所沢、飯能市が２名ということ

で、これ４名採用されております。このような状態でございます。

以上です。

委員長 次に、農業委員会事務局所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

農業委員会事務局長 それでは、農業委員会事務局所管の新年度予算の主なものについてご説明申し

上げます。

まず、歳入ですが、予算事項別明細書28から29ページをお開きください。款16県支出金、

項２県補助金、目５農林水産業費県補助金、節１農業委員会費補助金は、県から各農業委員

会の運営に関して交付されるもので、前年度実績と同額の177万4,000円を見込みました。

次に、歳出ですが、102ページから103ページをお開きください。款６農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費についてですが、大事業、報酬、中事業及び小事業、農業委員会

委員報酬1,064万4,000円は、農業委員22名分の報酬でございます。

大事業、農業委員会運営費、中事業及び小事業、事務費315万5,000円は、農業委員会の定

例会12回及び臨時会１回、研修等の委員の費用弁償と事務局の事務経費を計上したものでご

ざいます。前年度に対する減額の主な理由は、平成23年度中に行いました農家台帳管理シス

テムの入れかえに伴いまして、その保守及び借り上げの費用が安価であったこと、それから

平成23年度には計上していました農業委員の任期がえに伴う費用がなくなったことによるも

のでございます。
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以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。ありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、農政課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

農政課長 それでは、平成24年度予算についてご説明申し上げます。農政課所管の主な事業について

ご説明申し上げます。

平成24年度につきましては、狭山茶が受けました放射性物質からの風評被害を払拭し、信

頼回復のための予算を増額計上いたしました。また、平成24年度も引き続いて環境保全型農

業、畜産振興を推進していくための予算を計上させていただきました。

まず、歳入から主なものをご説明申し上げます。予算説明書28ページから29ページをお開

きください。上から２段目の款16県支出金、項２県補助金、目５農林水産業費県補助金、節

３農業振興費補助金、茶・地域特産物振興総合対策事業費補助金90万円は、お茶の１番茶摘

採前の霜による被害を防ぎ、安定的な茶生産を図るための防霜ファンの設置に対する県から

の補助金です。

歳出についてご説明申し上げます。予算説明書104ページから105ページをお開きください。

款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、大事業、農業振興推進事業、中事業、農

業振興推進事業796万円の主なものは、樹勢の衰えた茶樹を優良品種への改植推進に対する

補助金100万円、農作業の省力化のための機械導入に対する補助金100万円、それから特産狭

山茶の生産振興を図るもので、歳入でご説明申し上げました防霜ファン設置に対する茶・地

域特産物振興総合対策事業費補助金150万円、また全国茶品評会等に出品し、全国茶産地と

生産技術を競い合い、生産技術の向上を図ることを目的とした出品対策費等補助金100万円

です。狭山茶信頼回復をするための振る舞い茶一煎パックなどの経費76万円を加えまして、

茶業協会へ活動費補助金として85万円、放射能物質の調査費として50検体分100万円を計上

いたしました。

同じく中事業、環境保全型農業推進事業80万円は、環境に優しい農業を推進するために焼

却することなく土に分解されることで環境に優しく、省力化にもつながる資材、また農薬を

使用しないフェロモン剤で害虫の交尾を攪乱させるなどの効果のある環境配慮資材の購入の

一部に充てる補助金でございます。

大事業、地域農政推進事業、中事業、地域農政推進対策事業、小事業、諸工事費68万3,000円
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は、中神市民農園の木さく工事でございます。これは、さくの老朽化に伴うものでございま

す。

目４畜産業費、大事業、畜産振興事業、中事業、家畜環境浄化事業360万円の主なものは、

畜産のふんを利用した有機質堆肥の生産、市内流通を促進するための補助金180万円です。

畜舎周辺の環境浄化を進めるための脱臭剤等購入に対する補助金130万円。

それから、目６農村環境改善センター費、大事業、管理運営費、中事業、維持管理費2,163万

4,000円につきましては、入間市農村環境改善センターの維持管理費の指定管理料です。

以上で農政課の主な事業の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようよろしく

お願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

関谷委員 歳出で104から105ページのお茶のことでお伺いいたします。

３月の原発事故によるその後のお茶の被害に関してなのですけれども、今回お茶のそれに

対する新規事業として176万円ぐらいが計上されているのかなと思います。それで、お茶の

関係者の皆さんから、こういったことはぜひやってほしいとか、逆にこういったことをやら

ないでほしい、例えば騒がないで、そっとしておいてほしいとか、やってほしいこととやっ

てほしくない、どのような声があるのでしょうか。

農政課長 やってほしいものとやってほしくないものは、共通しているところは、基本的に協会のほ

うとしては市場に出回っている、流通しているものはもう本来検査を通ったものということ

で、今さら安全とか、そういうＰＲというのですか、そういうものではなくて、今後は平成

24年産については、狭山茶が、おいしいお茶ができたよということを全面的にＰＲしていた

だいて、それで安全だ、安全だということではなく、新茶ができたことを大々的にＰＲして

ほしいというのが協会の要望というのですか、ご意向です。

以上です。

関谷委員 そうしますと、県のほうも独自に6,000万円ぐらい予算をつけて、狭山茶のためにやると

いうことですけれども、県、コマーシャルをつくって、狭山茶を宣伝していきますけれども、

市のやることと県のやることと、その辺の意思疎通とかできていますでしょうか。

環境経済部長 県の予算につきましては、約6,000万円ちょっと用意されていることは承知しており

ます。そのほとんどがいわゆるマスメディアを使った、いわゆるテレビ等を使った県挙げて

のＰＲをやりたいのだということで、その制作費がほとんどで、あと放映料というのですか、

そういうものでございます。県との仕分けとしては、いわゆる１市でマスメディアに何かを

やるということはできませんので、これは県のほうにお任せするという形でございます。市

レベルでは、各種イベントをこれを計画していくということでございます。幾つかの茶業協
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会が連携してやるということも考えておりますけれども、なかなか小さいところと大きいと

ころ、意思の疎通がうまくできない部分ございますので、その辺は努力していきたいと思い

ますので、市レベル、県レベルではそんな大まかな分け方をしてございます。

以上です。

関谷委員 例えば入間市に入ってくる声としては、もう安全だとか、そういうことはほっておいてほ

しいというのですか、静かにしてほしい、新茶ができたということをＰＲしてほしいという

声が来ていますけれども、県のほうがそういった意向をよく理解していただいてＰＲ活動し

てくださるか、その辺の意思の疎通はどうでしょうか。

環境経済部長 県のほうは、これからどのような、前もっていわゆるＤＶＤというのをつくっておい

て、流すような形にするらしいのですが、タレントをだれにしようかみたいな、その辺の話

から今始まっているわけでございまして、極端なことを言えば、その出演料が高いですよね、

うんと。そういうことでございまして、要するに生産者は余り放射能ということをことしも

騒がないでほしいというのは、そういうことが要するに言われることによって売れ行きが、

またよみがえって、売れなくなるのではないかという恐怖を持って、そういうふうにおっし

ゃられているのですが、片方の消費者側から言わせれば、きちっとした裏づけのデータは徹

底的に我々のほうでとっていかなければいけないということで、これをＰＲするしないとい

うのはまたやり方の問題ですけれども、余りやり過ぎても確かにいけないのかもしれません

けれども、きちっとしたデータの開示というのはやっていかなければいけないのだろうと、

こういうふうに思っております。

以上です。

関谷委員 今の件はわかりました。

それから、４月から暫定規制値ではなくなるということで、新基準値が出てきますけれど

も、これに対する説明も新年度予算の中でやっていくのでしょうか。

農政課長 これにつきましては、平成24年の新茶、新芽のお茶のほうの測定の50検体分がとってあり

ますので、その中で検査をして、またその測定した数字については生産のほうに生かすよう

な形で公表していきたいと思っています。

以上です。

関谷委員 今のことなのですけれども、生産者側に言うのではなく、消費者側、買ってくださる側に

新基準値のことを、新聞でもきっとわあっと取り上げるのかなと思いますけれども、入間市

としても消費者の側に新基準値のことを説明することはするのですか。

農政課長 測定の基準値というのは、マスコミ報道のほうでもう既に前々から公表してあると思いま

すので、その辺については市のほうで、行政のほうで、新基準が10になったということにつ

いてはあえて公表はしていかなくてもいいと思います。そういう測定で検査をしますので、
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あえて新基準が10ベクレルになったということは伝えるつもりはありませんが。

以上です。

関谷委員 まだ４月になっていないので、何とも言えませんけれども、確かに新聞等でそういったこ

とは報道されているのですが、意外と市民の方ご存じなかったりするので、これで４月にな

って、もう正式に決まったら、もっと大々的にマスコミも取り上げるのかなとは想像はしま

すけれども、今のところは全く新基準値については何もＰＲすることはないということでよ

ろしいですか。

農政課長 おっしゃるとおりであります。

石田委員 今の問題なのですけれども、１件２万円で、50検体で100万円というのですけれども、も

ともと１つの検体の検査に係る費用というのは幾らで、いつごろ、具体的にどんな形で選出

してやる予定なのですか。

農政課長 測定値の金額なのですが、ここで新基準10ベクレル、飲用の10ベクレルになったというこ

とで、非常に機械の精度を上げていかなくてはならないということで、以前はかったのは数

十分でできたということも伺っていますが、今回の10ベクレルになったということで、１時

間以上検査に時間をかけないと正確な数字が出てこないということで、時間をかけるほど金

額が上がっていくということでございます。それで、以前は１万円前後から、先日総括のと

ころで部長のほうも答弁されたかと思うのですが、測定の会社によっても、厚生労働省の登

録検査機関によっても金額的なものが若干ずれがございまして、精度上がることによって、

以前は１万円から１万5,000円ぐらいまででできたこともあったようですが、今回について

は２万円を超えるようなことも県の職員のほうからも伺っております。

以上です。

石田委員 そうしますと、考え方として、２万円、上がることがあって、要するに２万円、最高その

ぐらいかかるのだろうということで、それで50検体全部、市のほうの責任で全部検査すると

いうことなのですか。

農政課長 これについては、茶業協会のほうに補助金として出します。昨年も200万円の検査費用、

これは秋芽と春芽の検査費用ということで200万円を補助金として出しているところでござ

います。今回については、４月以降ということで、新しい新茶ができるということになって

きますし、新基準ということもあります。またそれで、10ベクレルの抽出方法がまだはっき

りしていない状況のところもありますが、今度は新茶の50検体の費用という形で計上しまし

た。昨年、平成23年のときには県のほうでいろいろ若芽、早摘みのお茶についてを検査した

ところですが、1,000を超える若芽、早摘みの銘柄についてはしたところなのですが、せん

だって県の職員のほうに問い合わせたところ、どのくらいの予算があるのというふうに伺っ

たところ、１番茶と２番茶の２検体で、１工場から２検体ぐらいの予算というふうなことは
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事前に伺っております。

以上です。

石田委員 精度が上がったということで10ベクレル以下ということになってくると、一般的に市民が

ぱっと考えると、では１ベクレル単位で出てくるのではないかと。１以下はちょっとわから

ないのですけれども。その場合に、機械というのはもう全然違う機械を使うわけですよね。

私ちょっと聞いたのだと、今までの機械は大体数百万円ぐらいの単位だったものを恐らく

2,000万円、3,000万円の機械ではないと測定できないだろうと。果たしてこの安い費用でで

きるのかなとちょっと心配になったものですから。それで同時に、実際抽出で、今度は飲用

茶をやるわけなので、飲用茶を出す注ぎ方というのかな、その基準というのはいつごろ明確

になるのですか。

環境経済部長 大きく２点ございます。１点目が10ベクレルに対応して検査機械が間に合っているの

かというような言い方だと思うのですけれども、要は低レベルのものを瞬時にというか、時

間をかけないではかるような機械の場合、大体1,500万円からおっしゃるとおり2,000万円ぐ

らいかかると言われているのです。要はセシウムというのは、セシウム134と137をそれぞれ

はかりますので、10ベクレルというのはこの足されたものが10ベクレルを超えてはいけない

ということなので、５ベクレルはかれる機械ではなければいけないということなのです、実

際の話。ということなのです。ですから、１ベクレル単位で出てくるだろうというのはおっ

しゃるとおりでございます。これが今まである機械をそのまま使えるのか使えないのかとい

うことを検査機関に聞いたところ、時間を長くすれば使えるという機械もあるし、もう全く

新しくしなければできないという機械もあるそうです。変な話ですけれども、ベクレル限界

値が40ベクレルというような機械はもうそういう違う機械にかえなければいけないけれど

も、20とか15とかはかれていた機械は時間を延ばせばできるのだよということでございます

ので、検査時間を長くすることによって、今の機械でも要するに低レベルまではかることが

可能であるということでございます。

あと、飲用茶の基準ですよね。いつまでできるのだということなのですけれども、本来で

あれば、もう出ていなければいけないのです。２月までにはつくりますというのが厚生労働

省の言い方だったのですが、今食品安全委員会のほうと審議会のほうで、余りにも厳しい基

準つくったために審議会のほうで附帯意見をつけるというような話で、その附帯意見のほう

でがちゃがちゃ、がちゃがちゃもめているみたいですが、３月に出なければやりようがない

ので、４月１日施行でしょうから、これはもう近いうちに出るのではないかと思っておりま

す。あるところの新聞にも書いてありましたけれども、厳しくするのはいいけれども、検査

が対応できないのではないのという、これは本当に我々も心配しているところです。いずれ

にしましても、先ほど課長のほうが言いましたように、県のほうでは公的な機関としての中
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立の立場での検査を今までどおり１工場２検体ずつぐらいやるよと。だけれども、我々今補

助しているのは、生産者がその前に自主的にやるための費用を補助していると、こういうふ

うに考えていただければありがたいと思います。

以上です。

石田委員 私今の機械で余りはかれるというのは聞いたことないのですけれども、時間かければと聞

いたことないのですけれども、実際に５ベクレル以下でかなり正確な数値を出すとなると、

それこそ3,000万円とかかかるのではないかという話の中で、ゲルマニウムか何かの使った

機械でやらざるを得ないのではないかというような話も聞いたのです。そういった点で、県

の茶業研究所でも聞いてみたのですけれども、そしたらやっぱりその辺が方向が国から出て

きていないと。では、どういう機械でどうはかればいいのかと、具体的な検体をどういうふ

うにしていくのか、それがないと、実質新茶の時期が来ても、市民にとってというか消費者

にとっては恐らくこの10というのが決まったので、飲用茶については10以下で、例えば８と

か７とかいう数字が出てこないと、信頼性というものがつかめないのではないかと思うので

す。そういった点は、こう考えていくと、私非常に新茶の時期が５月だけに、それに間に合

わないような状況が生まれたら大変だなと思っているのですけれども、そういった見通しは

どんなふうに考えていますか。

農政課長 これにつきましては、県のほうも、先ほども申し上げました平成23年のときに、９月から

一月ぐらいの間で測定についてのスキーム、計画を組みましたので、今県のほうにそれをど

ういう計画でやっていくのだかというのを計画をつくってくれという要望はしているところ

でございます。おっしゃるとおり、検査機関の数にもよるし、精度の機械にもよりますので、

お茶ばかりでなく、農産物のほうの基準も新しくなりましたので、その中で対応できるとこ

ろが数が少なくなってくるのかなと思いますので、その辺のところで県のほうで情報があっ

たらそれを入手して、なるべく早目にその対応について協会と協議しながら進めていきたい

と思っております。

以上です。

石田委員 50検体というのについてお聞きしたいのですけれども、実際に１工場で２検体と言ってい

ましたよね。そうなると、25工場になるのかな。25の工場でやるというのですけれども、実

際に前回のそれぞれ検査方法を見ていると、お茶の種類によっていろいろ全部やっています

よね。その辺は、今回どういうふうに考えているのですか。それ、ただ何でもそれで勝手に

工場のほうで選んだお茶をやればいいのですか、それともその中でいろいろな種類があるの

で、その辺の関係はどうなってくるのですか。

農政課長 先ほど申し上げましたのは１工場で１番茶、２番茶の２検体ということで、それで例えば

１番茶の中で測定するのが工場農家のほうから県のほうは提供していただいて、入間市に
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100工場ほどあるのですけれども、そこのところから100、県下では230ぐらいの工場がある

ということなのですけれども、県のほうでは230工場で１番茶、２番茶の２回計測するとい

うことで考えているということです。先ほど部長が申し上げましたように、流通できるかど

うかの確認のものだということになるかと思います。あくまでも新基準ができてきて、先ほ

ど部長が言いましたように抽出方法がまだはっきりしていないということで、抽出、例えば

荒茶、製茶で100ベクレルのお茶があったとします。それを新基準の測定の方法で抽出した

結果、それが５ベクレルになったということになれば、大体20分の１という計算が成り立っ

てくるかと思います。そういう中で、あらかじめ荒茶、製茶が大体何ベクレルの荒茶とか、

そういうふうになれば、飲用のときにこのくらいになってくるというおおよその目安がつく

のかなと思います。そういう中で、例えば50ベクレルを切った新茶とか荒茶であれば、ほぼ

50分の１になればそのくらいになってきますから、安全が確保できるのではないかという予

想は、これはあくまでもその飲用をはかってみないとわかりませんが、あくまでもそういう

予想は成り立つのではないかということは県が言っていましたので、ある程度荒茶のほうで

数字を見ながら、飲用で大体このくらいになるのではないかという予想を立ててやっていく

のかなと思っています。

以上です。

石田委員 私、例えば前回の昨年の検査したときというのは、例えば１つの工場なりお店でもって、

例えば10検体、20検体みんなやっていましたよね、いろいろな種類を。今度はその種類は一

切関係なく、１種類やればいいという話なのですか。というのは、実際に現場でお茶として

つくられる中ではほかのお茶もまじってきたり、いろいろな要素ある。狭山茶だけではない

わけですよね。いろいろなブレンドされたりしているわけですから、当然いろいろなお茶が

あると。その中で何を選んで、何を基準にして、１つ、１番茶と２番茶を調べれば全体が安

全だという市民に、消費者にＰＲできるような要素になるのですか。

環境経済部長 今まで県がやって後手後手になったのは、出口調査をしたからなのです。要はお店に

売る段階で商品ごとに調査するのですから、もう無数に出てしまっているという形なので。

これからは入り口調査といいますか、要するに生産の荒茶の段階でやっていこうということ

なので、１つの農家で大体つくるのはさやまかおりとやぶきた、大きく言ってこの２種類し

かございません。それをどうブレンドするかだけでもう30種類も40種類もお茶ができてしま

うわけでございますので、大きく荒茶の段階でまず検査をして、抽出をして出ないものであ

れば、どうブレンドしても出ないのだよというような形になるのかなと思います。要するに

２種類なら２種類のものをブレンドする。よそから入れる場合は、全部それは安全なものし

か入れられないことになっていますので、流通段階で、とりあえずそれは安全なものが入っ

てくるという形ですので、ブレンドしても結果的には安全なものになるだろう、こういう考
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え方でございます。

石田委員 新茶の時期になると、多分九州だとか、本当に日本全国からいろいろなお茶が入ってきて、

それが一定程度ブレンドされて出されてくるのだと思うのです。そういうときに、ほかから

来たものは全部安全だというのはどこで証明されてくるのですか。

環境経済部長 それは、またこれからあれなのだと思いますが、基本的には東日本の静岡よりも以東

の部分は、国は、汚染されているから、調べろと、南側や西側については一切関係ないと、

こういう話になっているので、いまだかつて調べてはいないのかもしれませんけれども、放

射能汚染されていないという言い方しか言いようがないのです。変な話ですけれども、今度

飲用ですから、抽出したもの、液体でやるわけですので、非常に検査はしやすいことは間違

いないのですけれども、なぜかというと、１キロ、２キロのいいお茶を出すということはそ

の製品だけで３万円も５万円も捨ててしまうような格好になりますので、そういう意味では

やりやすくはなるのですが、鹿児島から入ったお茶が本当にレベルゼロなのかというのは、

確かにつかみようがないというのは事実なのです。いずれにしても、我々入間のほうからは

絶対出さないよということで、荒茶の段階で、生産した段階ですべて調べていこうと、こう

いう考え方で今進んでいるところでございます。

石田委員 抜本的に検査費用をふやさないと、どうも追っつかないのではないかなという感じがして

しようがないのですけれども。

あと、ちょっと別の話になりますけれども、お茶に関して東電からの補償というのはいつ

ごろから被害者の人に渡されるような状況になるのでしょうか。見通しをお聞きしたいので

すけれども。

農政課長 補償に関しては、大体７月ぐらいをめどにしているようです。ここでいろいろ委任状をと

って、その作業にかかっておりますので、申告、３月で締めるところもございますので、そ

の中で東京電力のほうに書類を上げて、出てくるのが７月、８月ぐらいというふうな話も聞

いております。

以上です。

石田委員 今の補償というのは、平成23年度分の補償という意味でいいわけですね。

農政課長 そのとおりです。

石田委員 これ例えば入間で今お茶の関係で売り上げというのは大体９億円とか10億円ぐらいかと思

うのですけれども、それに対してどのくらいのものが補償として全体として出るふうに考え

ているのですか。

農政課長 今回生産者、問屋さんもすべて含めておりますが、その中で90パーセントの中で大体出て

くると思います。申請は、そういう形で申請しておりますので。ただ、それがすべて東京電

力のほうでその数字を見るかとなると、その辺についてはちょっと疑問なところがございま
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すので、申請額より若干下がってくるのかなとは思っています。

石田委員 あと、もう一つ別の問題で、お茶以外の関係で、今回新基準ができたことによって、実際

にそれぞれ影響が出るものというのはありますか。野菜だとか、そういう関係では。

農政課長 特に今のところでは影響は出ないと思います。

委員長 特にお茶の関係でありますか。今大分。

では、金澤委員、別な事業から。

金澤委員 ちょっと大きく農政で考えさせていただいて、国で問題にしているＴＰＰの問題について

は特にやっぱり水田関係は影響大きいと思うのですが、入間市の農政に限定して考えたとき

に、影響はどのように考えていらっしゃるでしょうか。

農政課長 入間市の農政においては、入間市でお米のほうもほとんどつくっていない状況ですし、そ

の辺については余り影響がないのかなというふうな感じで私はとらえております。

以上です。

金澤委員 その余りというのは我々のレベルと同じなので、農政担当者としてもうちょっと具体的に

お答え願えできませんか。もしわかる、部長で。

環境経済部長 ＴＰＰの影響を予想するというのはなかなか難しいのでございますが、入間市の農業

のいわゆる主力産業というのがお茶でございまして、お茶がどのぐらいＴＰＰに影響するか

ということなのですが、関税撤廃等が行われると、やはり緑茶に関しては生産国としては中

国、台湾、これがやはり生産国ですので、そこから安い製品が入ってくる可能性があります

ので、影響が全くないということはないだろうと思います。特に価格の安いものについては、

影響が出てくるものと考えております。それから、農産物の中で野菜類なのですが、ここの

ところ急激に輸入野菜がふえているという情報が入っています。皆様も農業新聞というのを

たまに見ていただくとわかるのですけれども、大田市場とか、そういうところに入ってきて

いるものは輸入のものが結構今ふえているという状況でございます。というのは、要するに

普通の野菜です。根菜類だとか葉物であるとか、そういうものがいきなりもう中国あたりか

ら入ってきているという今状況でございます。ですから、全く影響がないということはない

とは思いますけれども、影響の度合いを金額で換算しろといってもちょっと今のところでき

ません。しかしながら、お茶についても多少は影響ある。ただ、ほかの県や市の影響を受け

る度合いよりはかなり少ないと、こういうふうに私は思っております。

以上でございます。

金澤委員 ちょっと驚いたのですけれども、お茶、特に中国、台湾あたりのお茶、中国茶と言われて

いるものに対しては輸入の関税はかかっているのですか。というのは、ちょっと中国はＴＰ

Ｐ加盟しているわけではないから、関係ないとは思うのですけれども、関税かかっているの

ですか。
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環境経済部長 私のほうもそこは不勉強で、ちょっとわかっておりません。済みません。

金澤委員 私は特に心配しているのは、やっぱり先ほど言われた葉物関係の野菜ですよね。この時期

ずっとアスパラなんかも含めて、ずっともう最近メキシコ産、スーパーで主力で売っていま

すけれども、野菜の、入間市近郊農業ということで野菜農家さんも頑張っている農家さんい

らっしゃいますので、その影響はやっぱり避けられないのではないかなということと、あと

数件単位ですけれども、やっぱり畜産農家さんもいらっしゃるので、特に畜産農家さん、豚

肉などはやっぱり影響は大きいのかなと思いますが、その点、畜産農家に対する分析はいか

がですか。

農政課長 畜産農家につきましては、肉牛が４件、養豚されているところが14件ございます。その中

で、おっしゃるとおりに肉食に関しては、ここで肉牛の場合は昨年の放射能関係で若干売れ

筋が、稲わらを食べたということで、いわゆる風評被害によって影響を受けているというこ

とも伺っております。また、中央会を通じて補償の賠償にかけているということも伺ってお

ります。ということで、やはりいずれにしても非常に安い肉が入ってくるということは、市

内の農家のほうもある程度打撃を受けるということは聞いております。昨年の畜産関係の忘

年会等に参加しても、やはり景気がなかなかよくならないというのも言っておりましたので、

その辺が懸念材料になるかと思います。ということで、安いものが入ってくることによって

影響は受けると思っています。

葉物関係につきましては、市内のスーパーに、市内の若手の農家についてはほとんどがス

ーパー出しで、農協の一元出荷に取り組んでいるところは今だんだん少なくなっていくとい

うことで、地産地消の中では地元の野菜ということで信頼を受けて、消費者の方も購入して

いると思っております。

以上です。

金澤委員 わかりました。

次のちょっと話、次のテーマに移りたいのですが、有害鳥獣の駆除なのですけれども、折

々に触れて最近ふえているハクビシンなどの被害については、いきなり家屋に入ってきて、

駆除するのに大体20万円ぐらいかかるということで、特に高齢者のひとり暮らしで家を静か

にしている屋根裏によくすみ込むということで、非常にやっぱり金額的な負担を訴えられる

市民相談を何件か受けているのですけれども、また昨年も言ったように加治丘陵のほうにカ

モシカとかイノシシとかという、最近やっぱり青梅やあちらのほうから入ってもきていると

いうような情報も入っているのですが、これに対してずっと相変わらず４万円なのですけれ

ども、駆除に対する補助金含めた何かご検討というのはされていないのでしょうか。

農政課長 この４万円につきましては、主にネズミとか野鼠、モグラとか、そちらの対応になってお

ります。また、鳥の嫌がる線を張る購入に対しての補助金という形で支出しております。平
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成23年度につきましては、ここで県の補助を受けながら入間市鳥獣害対策協議会というもの

を立ち上げまして、県の予算を活用しながら100万円を使っております。住居系のハクビシ

ンにつきましては、ちょっとみどりのほうになるのですが、農作関係につきましてはその補

助金を使いまして箱わなを買いまして、先日も金子公民館でその箱わなの設置の仕方とか注

意を聞きながら、そこに農家の方を呼んで、講習会を開いているところです。また、先週な

のですが、秩父のほうが鳥獣害を受けているということで、その協議会を通してみんなで研

修に行ったりしております。あとは、箱わなと、あと電牧さくという電気が通るさくがある

のですが、それの購入も充てて、試験圃場を借りながら実体験を見たりしているのが現状で

ございます。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 ほかになければ質疑を終結いたします。

ここで暫時休憩します。

午後 ３時０４分 休憩

午後 ３時０７分 再開

委員長 会議を再開いたします。

次に、みどりの課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

みどりの課長 では、平成24年度みどりの課所管の当初予算につきまして、まず歳入の主なものから

ご説明申し上げます。

予算説明書22ページから23ページをごらんください。款15国庫支出金、項２国庫補助金、

目７土木費国庫補助金、節２都市計画費補助金、社会資本整備総合交付金4,527万7,000円の

うち、みどりの課所管分は1,500万円となりますが、歳出の加治丘陵対策事業に関連し、（仮

称）加治丘陵さとやま自然公園の早期完成に向け、事業の促進を図る目的で国庫補助を導入

し、用地取得を図るものであります。なお、その国費率は３分の１でございます。

次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。予算説明書116ページから117ページ

をごらんください。款８土木費、項３都市計画費、目３公園費の大事業、公園等管理事業、

中小事業、維持管理費4,335万3,000円につきましては、みどりの課が管理しております211カ

所の都市公園などに係る樹木の剪定、除草及び害虫駆除等に係る業務委託費用が主なもので

ございますが、この中には委託料といたしまして新たに、巨木化した愛宕公園の樹木の間伐
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及び支障のある枝の切除に係る費用として210万円を計上しております。これは、間伐等を

することにより公園を明るくし、市街地の中心にある愛宕公園の利用促進を見込むものでご

ざいます。

次に、同じページでその下になりますが、大事業、公園等整備事業、中小事業、用地取得

事業2,037万7,000円につきましては、（仮称）牛沢町多目的広場用地を取得するための費用

でございます。これは、土地所有者から使用貸借契約満了後における買い取り申し出があっ

たことに伴い、利用状況や地域の公園としての必要性を考慮し、公有地化しようとするもの

であります。

次に、予算説明書118ページから119、120ページをごらんください。目６緑化推進費の大

事業、加治丘陵対策事業１億5,642万5,000円につきましては、加治丘陵内の山林を相続等の

発生により平成23年度に土地開発公社が取得した山林、約1.34ヘクタールの買い戻しのため

の費用5,175万円及び特定防衛施設周辺整備調整交付金の活用により（仮称）加治丘陵さと

やま自然公園内の山林、約0.8ヘクタールを取得する費用3,200万円並びに社会資本整備総合

交付金の活用による山林、約1.2ヘクタールの取得をする費用4,800万円が主なものでござい

ます。この結果、平成24年度末の見込みで約94ヘクタールを保全用地として取得できる見込

みでございます。

最後に、同じページになりますが、同じく目６緑化推進費の大中小事業、緑化推進事業

1,904万5,000円及び大事業、市民の森整備事業、中小事業、維持管理費304万7,000円は、保

護樹林及び市民の森における土地所有者への借り上げ料及び適正な樹木の管理を行うための

費用が主なものでございます。

以上が当初予算の主な内容でございます。よろしく審議いただきますようお願い申し上げ

ます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

関谷委員 118から119ページの目６緑化推進費の中の緑化推進事業、保護樹林の管理などについてお

伺いいたします。

きのうも保護樹林を多分切っていた、463バイパスあたり切っていたのかと思いますが、

木を切るなというお話をいただいたのですが、大体同じ場所に関して、木を切るなという人

と木を切れという人が同時に私のところに来るわけですけれども、多分同じようなことを市

民の声はいただくと思うのですが、こういった場合はどうやって、どっちに振るのでしょう

か。

みどりの課長 私どもみどりの課にすれば、やはり市街地の緑を保全していくのだというのが第一義

的な考えでございます。ですから、基本的にはなるべく切りたくはない。ところが、適正な
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管理が従来やっていれば、これだけ高木化することはなかったはずなのですが、その辺の管

理、適正な管理が今までできてこなかったということで、いきなり巨木化しているというこ

とがございます。せんだって台風15号がありましたけれども、相当な被害が出ました。倒木、

立ち枯れ。相当な市民の方にもご迷惑をおかけしているということもあるし、今後また同じ

ようなことがあれば、当然予測されることがあれば、やはりそういった木を切ってほしいと

いう要望があれば、皆伐ということではなくて、必要最低限の樹木の剪定、それから樹木の

枝おろし、これはやっていかなければならないのかなと思っております。

関谷委員 保護樹林に限らず、樹木の伐採、剪定等なのですけれども、例えば切ってほしいという依

頼があったときに、その周辺を回って、反対意見の方が必ずいるので、その調査はするのか、

それともしないのか、どうでしょうか。

みどりの課長 まず、基本的には現地を確認させていただきます。その現地を確認させていただいて、

必要があれば、もちろん住民の方、基本的には自治会の会長さん等のお声を伺うわけですけ

れども、その要望に沿った形で対応させていただきたい。ただ、いずれにしても予算とも関

係がありますので、対処できるものとできないものがございますし、基本的には残していき

たいのだけれどもという中で、やはり区長さんのほうでどうしても切ってほしいということ、

例えば桜等があったときに、やはりなかなか切れないわけなのですけれども、どうしてもや

っぱり枝が家屋のほうに伸びてくると、あるいは枝というか、根っこが軒下というか、土台

のほうに入り込んでくるなんていうこともあるものですから、そういう場合は対処させてい

ただくということでございます。

関谷委員 済みません。ちょっとよくわからなかったのですが、必ず切りたい人と切りたくない人と

両方いるわけなのですが、切ってほしいという声をいただいたらば、そこの自治会長さんの

ところに……自治会長さんが切ってほしいと言ってきたら、切ってほしくないという人をわ

ざわざ調査して探したりはしないのですよね。

みどりの課長 はい、そうです。ですから、要望として、自治会長さんが集約していただけるときと、

あるいは住民の方が直接おっしゃっていただくと、両方ございます。ただ、いずれにしても

まず現地を確認するということが最初で、その後やっぱり地域の自治会長さんにお伺いをす

るということでございます。

金澤委員 ちょっとお伺いしたいのですけれども、加治丘陵の対策事業なのですが、前年度に比べて

大幅に金額的には減っているわけなのですよね。いろいろな工事の関係があるので、でこぼ

こはあるとは理解した上でお聞きしますけれども、今回のこの金額、１億5,600万円超、こ

の金額については、担当課としては要望額はもうちょっと上だったのか、それともあくまで

も工事の予算額を見ながら今回ことしはこれぐらいになったのか、その点についてのまず判

断をお聞かせください。
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環境経済部副参事（加治丘陵担当） 加治丘陵の対策事業の平成24年度予算につきましては、委員さ

んが今おっしゃったとおり、具体的には工事請負費が前年度が5,030万円の当初予算だった

ものが今年度が241万5,000円ということで、こちらのほうが大幅に減っているということが

主な減額の要因になっております。この工事費につきましては、現在平成23年度末で加治丘

陵さとやま自然公園の中の山仕事の広場が完了するということで、次の施設整備は基本的に

平成25年度に冒険の森の休憩園地を整備するというような計画になっております。その後、

整備計画を新たに来年度あたり策定をしまして、具体的な用地取得と整備の内容を決めてい

きたいというふうに考えております。また、今年度の予算につきましては、一部かなわなか

った部分がございますが、おおむね要望どおりの予算を採択していただいたのかなというふ

うには考えております。

以上でございます。

金澤委員 去年、平成23年度が山仕事の広場で3,500万円ということで大きな金額かかっていますの

で、その分がへこんだのかなというふうに思っているのですけれども、ただやはり加治丘陵

公有地化、公園計画については、やっぱりこれは未来への投資だという意味で、しっかりと

計画的にやっていく必要があると思っていますので、これについてはしっかりと、さらに頑

張っていただきたいというふうに思います。

あわせて、特定防衛施設周辺整備調整交付金ですか、これの使い方というのがことしのや

っぱり目玉なのかなということで、ふえた分が2,000万円ふえたわけですけれども、それを

丸々加治丘陵に充当しないで、他の福祉的要素に充てたという意味では、入間市としての交

付金の使い方に新しい展開ができたなというふうに考えていますけれども、その点について

はどのようなご意見なのでしょうか。

環境経済部副参事（加治丘陵担当） 加治丘陵での特定防衛施設周辺整備調整交付金につきましては、

平成13年度から活用させていただいておりまして、区域は学習の森ゾーンを中心とした25ヘ

クタールの用地取得と施設整備に充当しております。担当部署でございます北関東防衛局と

の協議におきましては、現在の計画の期間が非常に長期であるということから、現計画につ

きましては平成25年度の完了を目指して、完了するようにというご指示がございます。現在

は、残りの区域の用地取得と、先ほどお話をさせていただきましたが、一部の施設整備を終

了をいたしまして、完了目指しているということでございます。また、調整交付金につきま

しては、法律改正から、いわゆるソフト事業への使途も拡大をしたということで、今年度か

ら加治丘陵以外にも使用させていただくということで、企画部門のほうとの調整をしている

わけなのですが、今後の調整交付金の活用なのですが、平成25年度に現在の計画区域を完了

した後も、できれば引き続き活用させていただきたいというふうに考えております。

以上でございます。



- 150 -

金澤委員 今の答弁の中でちょっとひっかかるというか、腑に落ちない点があったのですが、防衛施

設の整備局のほうで平成25年度までに終了させるように云々のくだり、もうちょっと説明し

ていただけますか。何か縛りがあるのですか。

環境経済部長 110.2ヘクタールの今公園都市計画決定してございます。そのある一部分を防衛とし

ては補助対象にしますよと、これは法律的に何もないのですけれども、防衛局のほうで、こ

この部分を補助しますよということで、今の山仕事の広場の付近を補助しますよということ

で補助してあるわけです。それを平成25年度までに一回けりつけなさいと、終わらせないと。

110ヘクタールあるわけだから、そのほかにまだほかに計画するところで、また新たに３年

ぐらい、もしくは５年、最高でも５年ぐらいで整備できるようなエリアを設定していきなさ

いと、こういう指導なのでございます。意味は、そういう意味でございます。よろしくお願

いします。

石田委員 加治丘陵だとか、全体なのですけれども、今雑木林がほとんど放置されたままですよね、

どこの場所も。本来だと20年か、遅くとも30年ぐらいすると、かつては全部伐採して、また

そこに新しい芽が出てきて、更新していたのだと思うのですけれども、その辺が今全くされ

ていないというか、利用価値もないという面もあるでしょうけれども、そういったところに

対する指導というのはやっぱり私はすごく今必要な感じがするのです。中には50年、60年ぐ

らいたったのではないかという膨大な大きさになってしまって、逆にそれが民家の近くなん

かあると、台風のたびにその枝が折れたりとか、いろいろなのが出てきてしまっていると。

その辺の指導は、具体的にどういうふうにしているのですか。

みどりの課長 具体的な指導というお話ですけれども、基本的にはやっぱりできないでいるというの

が現状でございます。例えば加治丘陵等にすると、公有地化したところはＮＰＯですとか山

林管理ボランティアの方々に管理をお願いしているということで、下草刈り等の管理はでき

ているところなのですけれども、市街地のいわゆる保護樹林等になってくると、これはもう

正直言いまして市のほうに土地所有者からお貸しした時点で、市が指定、保護樹林として、

あるいは市民の森として指定した時点から、もう基本的には管理は放棄されたというような

形で、基本的には私どもが管理をするということの前提の中でお借りをしているわけですけ

れども、ちなみに今年度保護樹林、それから市民の森関係で、保護樹林ですと230万円ほど、

市民の森ですと126万円ですか、公園で315万円というような形で、いわゆる伐採あるいは枝

の切除という形の予算をちょうだいしているわけですけれども、そういった中で優先順位を

つけながら、毎年同じような答弁になりますけれども、管理をしていくとしかもう。ですか

ら、いわゆる市のほうで管理をせざるを得ないというような状況でございます。

石田委員 市のほうで、具体的に地権者にしてみると保護樹林だとか、そういう形でお貸ししてしま

うと、すべてお任せみたいな感じになっていると思うのです。だから、逆に市のほうが、あ
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る意味ではその必要というかな、利用できる段階で伐採しないと、それこそ大き過ぎて使え

なくなりますよね。例えばシイタケの原木で使うにしたって、余り極端に太い木というのは

もう使いようがないですよね。だから、そういった意味では、ただ単に保護するというので

はなくて、その活用も考えて、一定の時期が来たらやっぱり伐採して、また新しい芽を出さ

せるということも考えてやっていかないと、今後ただ大きくなり過ぎて、近所から苦情が来

るだけで、緑を減らすだけになってしまうのではないかと思うのです。だから、その辺の新

しい研究課題としてやって、所有者の了解も得ながら、一定の20年なり30年の周期で伐採す

るとか、何かそういった方法を考えていくべきではないのでしょうか。

みどりの課長 保護樹林について言えば、今基本的には借り上げ型というのがほとんどで、実は奨励

型というのが本来の形なのです。奨励型ですから、管理は土地所有者の方がやっていただく

という形の制度に実は戻していきたいと思っているのですけれども、ただなかなかやっぱり

契約が10年あるいは20年等の更新、契約の中で、そういった契約更新の段階でではないと、

なかなか途中ではできないという部分がありますので、契約更新時に奨励型にまず変えさせ

ていただくような努力をしていきたいというのが１点と、あとやはり定期的な管理という中

で、せっかくいただいた予算ですから、有効な活用をさせていただくということで、萌芽更

新というような形にはなかなかならないのですけれども、それに近い形での管理ということ

をしていきたいというふうに思います。

石田委員 具体的に雑木林や何かの活用方法というのはどんな、例えばチップにするとか、いろいろ

あるかと思いますけれども、方法としてはどんな方法があるのですか。

みどりの課長 今回初めてなのですけれども、たまたま農村環境改善センターでシイタケのほだ木が

必要だということになりまして、保護樹林の、これコナラだったのですけれども、それを活

用していただいたというような事例がございました。

〔（そのほかに）と言う人あり〕

みどりの課長 そのほかについては、これ加治丘陵の中でさとやま探検隊の中で、ふろの板ですとか、

あるいはこういったコースターをつくったというようなことがございました。

石田委員 市のほうで直接やるというのも一つの方法ですけれども、所有者に直接やってもらう方法

も、保護樹林だとか指定していないところについて、やっぱりそういう方法になると思うの

で、その辺も研究して、やっぱり今後有効活用というのかな。同時に、雑木林が一番健全な

方法で保てるようなことを検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。
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これで環境経済部所管のものの審査は終了しましたが、建設部及び区画整理部所管のもの

の審査が終了するまで、討論、採決を保留いたします。

暫時休憩いたします。

午後 ３時２７分 休憩

午後 ３時２９分 再開

委員長 会議を再開いたします。

次に、建設部所管のものについて審査に入ります。

まず、道路管理課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

道路管理課長 それでは、議案第23号 平成24年度入間市一般会計予算のうち、経常経費を除きまし

た道路管理課所管の主な予算並びに大きく変わった項目を中心にご説明いたします。

まず、歳入からご説明いたします。予算説明書18ページから19ページをお開きください。

款14使用料及び手数料、項１使用料、目７土木使用料、節１道路橋りょう使用料、大事業、

道路占用料は、電柱、通信地下ケーブル、ガス管及び広告板等の道路占用料でして、前年度

対比４万1,000円増の7,708万8,000円で計上いたしました。

続いて、22ページから23ページをお開きください。款15国庫支出金、項２国庫補助金、目

７土木費国庫補助金、節１道路橋りょう費補助金、大事業、社会資本整備総合交付金154万

円は、交付金の対象となる56キロの長寿命化修繕計画策定事業に関する交付金、補助率10分

の5.5になりますが、そういった補助金であります。以上で歳入の説明を終わりにいたした

いと思います。

続いて、歳出について説明いたします。110ページの下段のほうから113ページの上段にか

けてでございますが、款８土木費、項２道路橋りょう費、目１道路橋りょう総務費、大事業、

都市基準点測量委託事業1,071万円ですが、例年ですと２級基準点、基準点というのは位置

を定めるのに基準となる測量点でございますが、その２級基準点の設置を実施しているとこ

ろですが、平成24年度はさきの東日本大震災による地殻変動によって既存の基準点が移動し

てしまいましたので、国土地理院の指導のもと、基準点の水平方向のずれを座標補正した後

に点検測量を行うものでございます。

続いて、目２道路橋りょう維持費、大事業、道路等維持管理事業、中事業、諸施設管理事

業、小事業、維持管理費2,648万1,000円につきましては、入間市駅南口交通広場ほか、諸施

設の維持管理費用でございます。なお、平成24年度からは入間市駅北口のエレベーターが完

成したことに伴いまして、それに関連する維持費約190万円が増額となっております。
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同じく大事業、橋りょう長寿命化修繕計画策定事業294万円は、先ほど歳入でも説明しま

したように、社会資本整備総合交付金の対象となります56キロの修繕計画の策定を予定して

おります。平成25年度に残り142キロの修繕計画を策定しまして、平成26年度以降に修繕計

画に基づきました修繕工事、またはかけかえの工事等を実施していく予定でございます。

以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

関谷委員 歳入からお伺いします。18、19ページ、款14の使用料及び手数料、項１使用料、目７土木

使用料の道路橋りょう使用料でお伺いします。

武蔵藤沢駅の自由通路はここでよろしいかと思うのですけれども、そこに広告場所があり

まして、有料広告事業なのですけれども、あきの２カ所はずっと１年間あいていたと思うの

ですけれども、ここに関しては値下げをするとか、そういったことはお考えになると１年前

に言っていたのですけれども、お考えになったのでしょうか。

道路管理課長 値下げ等も一応考えてはみたのですが、いわゆる広告をやっている業者さんというの

ですか、そういう方に聞いてみたのですけれども、値段決して高くはないということなので

す。それで、今現在あいている２枚のところに、そのままずっとあけておくのももったいな

いので、例えば万燈まつりだとか、市で大きなイベント事をやったときに、今公共の掲示板

というのが有料の掲示板の通路の反対側のほうにあるのですが、そちらのほうが結構いっぱ

いでございまして、どちらかというと、そちらは公民館なんかを主としたちょっと細々とし

た広告が多いのです。そういった広告を張られた中に、どちらかというと万燈まつりみたい

な大きなものですとポスターも大きゅうございますので、そういったものを今とりあえず活

用させていただいているということで、お客さんを来るのを待っているという状況でござい

ます。

関谷委員 値下げ等も検討したけれども、結果的に値下げは行わない。行わないのはいいとしても、

でも１年間結局有料広告はとれなかったわけですよね。このままでお客さんがついてくると

は思えないのですが、例えば値下げをしないならば、あの１面を半分に区切って、半分だけ

使うのだったら使用料も半分ですよとか、または先ほどおっしゃっていた反対側の公民館事

業とか、いっぱい張ってありますけれども、あちら側を有料広告にするとか、私の頭だとそ

のくらいしか浮かばないのだけれども、そういった値下げ以外のほかの対策については考え

てみてはいかがですか。

道路管理課長 そういった半分割りということもないことはないと思います。ただ、１つ言えるのは、

お客様のニーズというのがあるわけです。私どもそうやって一応営業はしておるのです。い

ろいろなところへ行って、病院だとか食品会社だとか、ところへ行って、どうですかではな
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いのですが、何せ今景気悪いから、やらないというのは、そういったもう少し値段を安くし

たらとかいう、そういう話ではないのです。ということで、そういうお話が出てくれば、例

えば値段を半分にして、半分でいいからというふうに、そういうお話があれば、またそれは

それとして検討もしようかと思いますけれども、今のところ私どもそういった話がないもの

ですから、今の段階では考えていませんのです。

以上です。

関谷委員 営業はしているということなのですけれども、このままだと、どう考えても、ではあいた

ままほっておくとしか、そういう感じがしてしまうので、ぜひもうちょっと考えてみていた

だきたいと。例えば反対側、反対側のほうが見やすいですから、そちらを有料広告にしてい

くとか、そういったことも考えていっていただきたいという要望にとどめておきます。

石田委員 道路占用料7,708万円と、最近道路占用料というのはもうずっとしばらく据え置いたまま

かなという感じがするのですけれども、何年ぐらい据え置いているのかと、今後これ見直す

というのは考えていないのですか。

道路管理課長 定かではないのですけれども、10年近くはやっていないと思います。もちろん戻れば

わかるのですけれども、今その資料持ってきていないのですけれども。では、その値段を見

直さないのかと、そこが一番ポイントだと思うのですけれども、現実問題入間市の今道路占

用料は他市に比べて非常に高くなっております。これはなぜかということなのですが、国土

交通省のいわゆる道路法施行令というものがあるのですが、その施行令の中で、いわゆる道

路占用料の見直しというのが過去２回ほど行われているのですが、そのうちの１回が非常に

大きな大改正を伴いまして、その時点で入間市はその大改正に乗らなかったというのでしょ

うか、そのままにしたのです。他市の場合は、その大改正に乗っかったものですから、非常

に値段が安くなったという状況なのです。入間市は、そのままにしたものですから、どちら

かというと高いという状況です。ここで去年にやはり道路施行令が改正をされまして、それ

でやはりこれもちょっと大改正に近いのですが、それでそのときに国並びに埼玉県は改正し

たのですが、他の市町村、もちろん入間市も含めてなのですが、その改正には皆さんいわゆ

る二の足を踏んでいるという状況でございます。それはなぜかといいますと、さらにまた値

段が下がったのです。下がったものですから、そうすると今こういう時期でございますので、

収入が少しでも多く欲しいわけでございますので、そのことを他の市の道路管理者も皆さん

非常に困っていまして、国はそうは言っているけれども、そのまともにはできないよねとい

うことで、いわゆる横の顔を見ているというか、他市の状況を今見ている状況です。今そん

な状況です。

石田委員 基本的にはそれぞれの自治体で決めることでしょうから、条例に基づいて全部やっている

ことだから、それでいいかなと思います。
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あと、もう一点は、都市基準点の測量委託事業1,071万円、この地殻変動による移動とい

うのは実際にどのくらい、どんな形で生じているのか。都市基準点というのは、これ入間市

で何カ所ぐらいあって、どんな基準でつくられているのか。

道路管理課長 ちょっと繰り返しますけれども、地殻変動がどのくらい起こったかということでよろ

しいでございましょうか。入間市は、聞くところによると、東側に約22センチ動いているそ

うです。これ参考なのですが、牡鹿半島で５メートル30センチ動いているそうです。いわゆ

る東日本全体が東のほうに全部引っ張られているという状況なのだそうです。

あと次に、点数のお話があったかと思いますが、今現在入間市のほうにある基準点と言わ

れているものが、約ですが、1,300点ほどございます。その1,300点につきまして、いわゆる

補正計算といいまして、国土交通省のほうから補正をするためのソフトを無償で与えられま

して、そのソフトに基づいて計算をまずいたします、その約1,300点を。そのうちの約１割、

ざっくり言えば約１割なのですが、ですから大体100点ぐらいになろうかと思いますが、そ

れを今度実際にはかってみるわけです。要するに計算上で出た値と実際に実測した値とどれ

だけ差があるのかと。その開きによっては、もう大丈夫だよ、もうこの計算をした値でその

まま入間市内は全部大丈夫とするのか、もしくはそれが外れたら、もうだめだということで

あるなら、ではどこまでどんどん、どんどんはかるのを広げていけばいいのかというのは、

これ実際やってみないと何ともわからないのですが、とりあえずそういったことをやろうと

思っております。

石田委員 この予算の根拠の1,071万円というのは、何を根拠に出てきているのですか。

道路管理課長 一応そういったものの積算基準というものが国のほうから示されておりますので、そ

の積算基準に基づきまして担当のほうではじいた値でございます。

石田委員 もう少し中身をわかるように言ってくれますか。

道路管理課長 その積算の内容でございますが、先ほど申し上げましたとおり、座標の補正に約

1,300点をいたしまして、それとあと点検測量といいますが、その測量につきまして、例え

ば１級基準点を11点、それから２級基準点を19点、それから３級基準点を16点、それから４

級基準点を37点という形で測量していくと、要するに先ほど言いました点検をしてみるとい

うことの内容になっております。

金澤委員 ちょっとこれ担当になるのかどうか確認させていただきたいのですけれども、説明書28ペ

ージの県補助金で、真ん中に土木費県補助金2,000万円がこれ廃目になっているのですけれ

ども、これはどちらの担当になりますか。

委員長 幾らだっけ。

金澤委員 2,000万円マイナス。

委員長 28、29ページ。
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金澤委員 28、29。

委員長 2,000万円、どこにあったっけ。

金澤委員 真ん中、県委託金の上です。廃目になっている。

委員長 前年度、ゼロになったということね。わかる。これはどこ。

〔（ちょっと今調べます）と言う人あり〕

委員長 土木費県補助金で前年度が2,000万円で、ゼロになっているということ、今回。これは、

担当はどこになるのだな。

金澤委員 これ前回北口エレベーターで駅づくり事業補助金で2,000万円ついているのですけれども。

〔何事か言う人あり〕

金澤委員 区画整理ですか。去年ついたのは、北口のエレベーターの補助金なのですけれども。

道路管理課長 みんなの親しまれる駅づくり補助金というのがたしか県の補助金がありますよね。そ

れだと思います。

金澤委員 これは、あくまでも北口のエレベーターで臨時に受けたので、今回はもう廃目したという

理解でよろしいわけですね。わかりました。

続けさせていただきます。それで、新年度からは道路整備課と道路管理課含めていろいろ

と事業を再構築されるということで、引き継ぎ等いろいろとあるとは思うのですが、それを

含めて、ちょっと担当課のご所見伺いたいのですが。

道路管理課長 私どもは、維持補修に関するものが業務が道路整備課のほうから私どもに来ます。そ

れから、整備課のほうは今度都市計のほうの街路事業のものは整備課に来るというような形

になる。私どものほうだけお話をさせていただきますと、そういった意味で直接、よく市民

の方並びに議員さんたちもいわゆる市民からの要望として、ここを直してくれとかいうよう

などちらかというと身近な補修の件ですか、そういったものを今まで整備課のほうで受けて

いたかと思いますけれども、そういったものが今度私ども道路管理課のほうで受けて、私ど

もで処理をしていくということになります。それに伴いまして、もちろん職員がふえますの

で、いわゆる現業職の方が直接行って直すこともあれば、工事屋さん、もしくは業務委託を

出し、清掃をお願いするというようなこと、その一切合財が全部私どもに予算が来るという

ふうになっております。そういうことでよろしいでしょうか。

建設部長 お答え申し上げます。

組織を新しくいじったということでございますけれども、特に道路管理課については水の

関係だとか、そういう部分のいろいろな一つの窓口として、それを一手にそこで受けて、そ

れを必要なところへ回していくというような形のものにしていきたいというようなこともご

ざいまして、組織を見直したということになります。それと、直接影響するのは一般の市民

の方からそういう要望等を受けて、苦情も当然穴があいているとか、そういう緊急性を要す
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るものがありますので、そこで受けたものがすぐ事業に反映ができるというような形になっ

ている組織だとは思っておりますので、１つ窓口が大きく統一されていくというような形に

なるかとは思います。

以上です。

金澤委員 いろいろと人員の計画、組織の見直し含めて、一回ガラガラやって、ポンしたということ

で、それはそれで１つ組織をいじること自体は新しい活性化にはつながると思うのですが、

せっかく今回そういう仕分けをして、組織がえをしたわけなので、何かこれまでと違った新

しい視点というか、そういうお考えというのはないのですか。例えば雨水管理、これまでい

ろいろと問題になってきましたけれども、どこがやるのですかと言ったところで、いや、建

設部全体でやるのですというような、正直言って私からすると、ちょっと責任の所在があい

まいであったかなという、下水と雨水、雨水のちょっとあいまいなわけですよね。そこらを

含めて何か新しいお考え、発想というのはあるのかどうか、お伺いしたいと思います。

建設部長 今申し上げたとおり、雨水、公共下水道もございますけれども、全体的な雨水対策という

ようなことについては道路管理課がそこの窓口になっていくと。たしかこれ一般質問のとき

にもそういう形でお答えを申し上げたと思いますので、それがはっきりした形で運用ができ

るというような組織として機能を果たすように努力をしてまいります。

以上です。

金澤委員 具体的に今後雨水管理に関しては、雨水排水に関しては道路管理課が責任持ってやるとい

うことで、所管事務ということで理解してよろしいわけですね。

建設部長 そのとおりでございます。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、道路整備課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

道路整備課長 議案第23号 平成24年度入間市一般会計予算のうち、道路整備課所管のものについて

概要をご説明いたします。予算は、歳出のみであります。

予算説明書の112、113ページをお開きいただきたいと思います。款８土木費、項２道路橋

りょう費、目２道路橋りょう維持費のうち、大事業、道路等維持管理事業、中事業、委託事

業3,499万5,000円は、街路樹の剪定や道路側溝等の清掃、草刈りなどの業務委託費でありま

す。

次の中事業、直営事業2,745万9,000円は、現業職員が行う道路等維持補修に係る原材料費
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及び機械器具借り上げ料が主なものであります。

次に、大事業、道路等緊急補修事業7,500万円は、道路パトロールや市民からの通報、要

望等により発見された道路、水路等の危険箇所、破損箇所等を緊急的に直すための補修事業

費であります。

続きまして、114、115ページをお開きいただきたいと思います。目３道路橋りょう新設改

良費のうち、大事業、道路等整備事業、中事業、道水路整備事業8,283万3,000円の内容につ

きましては、予算参考資料の21ページをごらんいただきたいと思います。上段の表に記載さ

れていますとおり、上藤沢・林・宮寺間新設道路の用地測量修正業務委託、市道Ｆ37号線路

線測量業務委託、市道幹27号線及び46号線道路改良工事が主なものであります。

次に、大事業、道路等整備事業、中事業、舗装補修事業2,518万9,000円の内容につきまし

ては、中段の表に記載されていますとおり、市道幹24、29号線及び市道Ｄ125号線、Ｆ108号

線の舗装補修工事が主なものであります。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願いいたしま

す。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 道路の関係で市民からいろいろ苦情来たり、いろいろな形で改善してもらっていると思う

のですけれども、道路そのものの全体的なものというかな、維持補修していく、そういった

ものを計画する必要があるのではないかと時々お話ししているのですけれども、新年度で何

かそういった形で、例えば10年過ぎた道路とか、20年過ぎた道路とか、いろいろとあると思

うのですけれども、そういう点でのチェックというのは一切する計画はありませんか。

道路整備課長 全体の補修計画ということなのですけれども、担当課では市内全体、幹線道路、一般

市道含めて、どこの道路が悪いかというのは大まかには把握しておりますので、その把握し

た結果に基づいて、実施計画に舗装補修事業ということで、計画的に整備していこうという

ことで路線を、全部で相当数あるのですけれども、上げて、大変厳しい財政状況の中ですけ

れども、ついた路線から順次やっていくということで、それでも老朽化というか、かなり状

態が悪い路線は多くありますので、それらのものについては部分的には小規模な補修になっ

てしまいますけれども、それは緊急事業費の予算を使って対応しているような状況でござい

ます。

以上です。

石田委員 全体の計画把握しているということなのですけれども、全体の状況の中で実際に、例えば

市民からの苦情だとか、郵便配達の人たちからとか、そういった形でいろいろ要請が来て初

めてそこを検討するという形ではないのですか。計画的にやっているのですか。
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道路整備課長 市民の方とか、あと郵便局の職員の方から来る通報は、道路に穴があいたとか、明ら

かにそこを走行する上で危ないところということで通報が来るのですけれども、うちのほう

は、穴があいたとか、そういうことだけではなくて、状態というか、穴があいているとか、

そういうことではないのですけれども、交通量、大型の通行量が相当多いということで、振

動が物すごくあるとか、そういうところが幹線道路なんかでは多くあるのですけれども、だ

からうちのほうはそういう市民からの通報、また郵便局員からの通報以外に、現場のほうを

確認して、先ほど申し上げました交通量とか、振動とか、そういうものを考慮した上で、悪

いところを実施計画に上げて、順次やっていくような計画を立てておるのですけれども。

以上です。

石田委員 そういった計画の中で、もちろん今度の新年度で予算化できたところとできていないとこ

ろがありますよね、当然。今後例えば数年間でも結構ですけれども、どのくらいの路線を一

応頭の中に描いて、構想の中で準備を進めてきているのでしょうか。

道路整備課長 平成24年度は、路線でいいますと、ここに、予算説明書に書いてあります幹24号線、

幹29号線、Ｄ125、Ｆ108ということで４路線で、それ以外でも相当悪い路線がございまして、

今実施計画に計上している路線が幹線道路と一般市道合わせて16路線ということで、実施計

画に計上して、随時計画に従って補修のほうを進めていこうと考えております。

石田委員 実際には予算と同時に人を確保しないことには事業としては進められないのだと思うので

すけれども、具体的な問題でちょっとお聞きしたいのですけれども、上藤沢・林・宮寺間新

設道路を予定していますね。平成24年度は、これは具体的にどんな内容になるのか、事業が。

それと、地権者に対する説明会みたいのをまた計画しているのですか。

道路整備課長 平成24年度の予算の内容なのですけれども、用地測量の修正業務委託ということで、

歩道幅員が3.5メーターであったものを2.5メーター、両側で２メーター狭まったわけですけ

れども、それで全体の道路幅員が14.5から12.5メーターになったわけでございます。それに

伴いまして、当然幅員が変更になりましたので、改めて用地測量する必要があるということ

で、用地測量するわけでございます。

それと、説明会についてなのですけれども、昨年の12月20日に所沢市と共催で合同の説明

会を実施しまして、現在の事業の進捗状況、今後の予定等、完成予想図と、あと平面図を見

ていただきまして、説明したわけなのですけれども、去年の12月20日にやって、その前が平

成18年で、大分期間があいてしまったので、説明会やったのですけれども、これまた昨年の

12月20日にやって、これ以後また事業の進捗状況を見て、説明会のほうもやるような形にな

ると思いますけれども、具体的にいつごろかというのは今のところまだわかっておりません。

石田委員 その点は、ではわかりました。

それと、Ｆ37号線、これようやく具体化してきたなという感じなのですけれども、今年度、
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平成24年度ですか、路線測量ということで、7.5から10メーターになっていますけれども、

これは215メーターというのは県道から不老川までの区間なのでしょうか。それと、幅の広

いところというのはどういうところが12メーターなのでしょうか。

委員長 12メーターではないよ。10メーター。

石田委員 7.5から10メーター、ごめんなさい。10メーターね。

道路整備課長 この施工区間につきましては、県道の川越入間線から不老川ということで215メータ

ーでございます。幅員につきましては、7.5から10メートルということで、標準の幅員は7.5メ

ーターで、あと県道川越入間線のところ、どうしても右折車線とか設けるような形になりま

すので、県道川越入間から、まだ詳細な設計はしていないのですけれども、100メーター近

く広がる部分が出てこようかと……100メーターないです。済みません。70メーターか80メ

ーターぐらいだと思うのですけれども。

石田委員 全体が215ですから、そんなに距離的にも10メーターのところないのかなと思います。

あと１点、ちょっと教えてもらいたいのは工事請負費で西武２号橋というのありますね。

これは、どこの話なのですか。それで、どんな内容なのですか、橋りょう改修というのは。

道路整備課長 場所は、仏子のニュータウンがございまして、そこに調整池があるのですけれども、

調整池のバイパス側ですか、北側なのですけれども、そこに用水路があるのですけれども、

入間北部第二用水という用水路があるのですけれども、そこと市道100号線が交差している

部分が西武２号橋なのですけれども、市道の部分で一部、２号橋の際なのですけれども、民

地の部分をちょっと道路が食い込んでしまっているというような状況で、それでその食い込

んでいる分を、食い込んでいますので、今度道路を幾らかニュータウン寄りにどうしても動

かさなくてはいけないということで、それに伴って、２号橋ですか、ボックスカルバートタ

イプの橋梁なのですけれども、上流側に約４メーターほどどうしても道路がずれますので、

同じように上流側にボックスカルバートを埋設して、車両等が通行できるようにするという

ことで、西武２号橋の補修工事を平成24年度に実施することになっております。

石田委員 もともと改修、改良せざるを得なくなった要因というのは、西武の分譲して、あそこをつ

くったときの話なのでしょうか。原因はどこにあるのですか。

道路管理課長 定かなことはわからないのですけれども、多分ですけれども、西武ニュータウンをつ

くったときに、そこの道路をいわゆる工事用車両が入るための仮設の橋をつくったのだと思

うのです。その橋自体がいわゆる角度が本来の道路の位置ではなくて、いわゆる車が走った

跡というのですか、その側につくってしまったみたいなものなので、そうすると、よくよく

見たら行き先は民地に入っていってしまうと、その道路が。要するに橋の角度が鋭角に入り

過ぎているというのですか、それを正式な形に戻すという形で、地主さんのほうから随分し

かられまして、長年ずっと民地を道路に使っていたものですから、そんなことが境界確定を
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する段階でわかりまして……失礼しました。下水道工事を、公共下水道を入れたのです。入

れて、それで境界確定をしたら、そしたらそういう事実が判明しまして、大層怒られまして、

これは何とかしなければならないということで、そういった工事をしたいわけでございます。

石田委員 当然あれだけの大きな分譲地だし、それなりに検査もちゃんとされているのではないかと

思うのですけれども、そういう中でこういう問題が生じてしまったというのは余り聞いたこ

とないのですけれども、その要因はどこにあるのですか。例えば当時だと飯能土木かもしれ

ませんけれども、どこかで必ず県か何かが検査しているはずですよね。その点はどうなので

すか。

道路管理課長 今の橋自体がいわゆる開発の区域の外にあるらしいのです。なもので、開発のときの

できたものではないということだそうです。

金澤委員 今の石田委員の質疑に関連して、市道Ｆ37号線、今年度、平成24年度が測量委託料が361万

2,000円ついたということで、地元住民にしてみれば、本当に新しい芽が出てきたなという

気がして、大変喜んでいるのですけれども、実際その後なのですけれども、問題は、実施計

画見させていただいたら、どうもあのときいただいた答弁とは時間軸がちょっと違うなとい

う気がしているのですけれども、あのときの答弁では、平成24年度になったら測量を入り、

平成25年度以降用地買収に入るということで、非常に力強い答弁だったのですが、この間来

た実施計画を見させていただくと、平成25年度の土地購入費が93万8,000円、平成26年度で

も295万8,000円ということで、これ何年かけるつもりなのかなということで非常に不安にな

っているのですけれども、用地買収の全体の費用と今後のスケジュールというのはこれどう

なってしまったのですか。

道路整備課長 まず、今後の予定なのですけれども、平成24年度に、ここに計上してありますように、

路線測量ということで実施しまして、その後平成25年、平成26年で用地買収、平成26年度に

県道の川越入間線から約70メーターを工事を予定していまして、その後平成27年に残りの

145メーターを実施する予定になっております。それと、先ほど言われました93万8,000円と

29万5,000円ですか、この金額については用地を取得するに必要な費用ではなくて、債務負

担行為を起こして償還する分の金額なのですけれども。

金澤委員 では、ちょっと私の聞き方が悪かった。では、聞き方変えて、その37号線の25、26の用地

買収の費用というのは、実施計画上どこを見ればいいのですか。

道路整備課長 実際に取得する金額なのですけれども、用地のほかに、あとこれから線形を決めるの

ですけれども、建物の補償とか、そういったようなものもかかってきますので、それらにつ

いてはこれから測量して、調査して、そういうものの結果が出てこないと、どのぐらいかか

るかというのは今のところ、どのぐらい費用がかかるのかというのは今のところまだつかん

でおりませんので、幾らかとは申し上げられませんので、ちょっとご了承いただきたいと思
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います。

金澤委員 正確なところは出ないのは、私も重々承知しているのですけれども、他の用地買収含めた

必要な路線の工事ではもう出ていますよね、それが積算が。出ているのもありますよね。と

いうことは、平成24年度中に測量を行って、その積算をもとに25、26の実計のローリングを

して、その時点で初めて実計にのせるというふうな考えでよろしいのですか。

道路整備課長 それでは、用地担当の深澤主幹のほうからちょっと説明しますので。

道路整備課主幹 まだ実際に測量とか、建物調査とか、地権者の了解、この路線を整備していいかど

うかというところの地権者の了解まず必要なわけです。それが終わらないと測量にも入れな

いという部分がありますので、都市計画道路のように都市計画決定して、すぱっと入ってい

ると、面積なんかはすぐ出るのですけれども、まだ線形が確定したわけではないので、実施

計画上もあらあらの数字で、土地開発公社のほうに代行買収ということで実施計画のほうで

は組んでいます。どういう書類が皆さんのところにお手元に行っているのかわからないので

すけれども、実施計画の数字というのはそのときの要するに先行した公社の償還金のうちの

利息分なのです。そういうことで極端に少ない数字、最初利息しか返していなくて、３年な

り４年計画で最後の年にどんと返すというような形になっていますので、実施計画上はどう

してもそういう少ない数字になってしまうのですけれども、今のところ具体的に幾らぐらい

かかるかというのは、もう少し詳細な設計をしてみないと何とも言えない。今でいうと、本

当に大まかな数字で、債務負担の計画で実施計画のほうは認められているという形になりま

す。

金澤委員 ちょっと金額については、では改めて測量結果等を待ちたいと思うのですが、ちょっとイ

メージだけ教えていただきたいのですけれども、両側歩道というのは、ちょっとこれは要望

するのは無理な話というのはよくわかっているのです。片側歩道になるのですが、細かいこ

とはちょっと線引きは別にしても、あくまでもフィルコン坂からおりてくる、あれは西側に

歩道がついていますよね。下る人から見ると右手についています。あくまでも歩道はその延

長線上に歩道をつけるというイメージでよろしいのですか。

道路整備課長 金澤委員さんがおっしゃるように、西側に歩道がつくような形で、これから現況測量

を行って、道路線形、計画線を入れて、決めていこうと考えております。

金澤委員 あと１つ、話、テーマかえるのですが、町なかの道路の維持補修というか、きれいにして

ほしいとやっぱり市民いろいろな多くの方が思っていらっしゃると思うのですけれども、平

成24年度予算全体を見たときに、通常結構補修事業費というのは年の途中、９月、12月ぐら

いで補正で、当初認められなくて、後から補正というのはいつも毎年のようにあるのですよ

ね。平成24年度に関しては、前年度、この数年に比べて、大きくとらえて、この補修事業に

対する予算というのはふえる傾向にあるのか、減る傾向にあるのか、それとも現状維持なの



- 163 -

か、大きくとらえていかがでしょうか。ちょっと補正のこともあるので、わからない部分は

あると思うのですけれども、どんな印象でしょうか。

道路整備課長 今言われたのは、毎年道路等緊急補修ということで予算とっているので、その予算に

ついてということでよろしいですか。平成24年度は、7,500万円ということで予算がついて

おります。それで、ここ数年決算額、５年ぐらいなのですけれども、１億2,000万円前後ぐ

らいで推移しているのですけれども、平成24年度は当初7,500万円ということなので、１年

間を通した形で考えれば、市民要望にこたえるのには当初予算ではちょっと難しいかなとい

うような気がいたします。最終的にまた例年は９月に補正をとって、１年間の市民要望にこ

たえていくというような形になるのですけれども、7,500万円ですと、上半期分ですか、そ

のぐらいは対応できるかとは思うのですけれども、１年間通して見ると、また補正というの

が必要になってくるかなと考えております。

金澤委員 それはわかっているのですけれども、要するに補正も多少補正部分について財政、企画の

ほうとある程度下話はあると思うのですけれども、町なかの道路の維持補修については予算

はふやしていける方向なのか、やっぱり厳しい財政状況の中、抑えられていく、方向性をお

聞きしているのですけれども。

建設部長 基本的に市民生活に直結する道路でございますので、なるべく多くの予算を要求をしたい

ところではございますけれども、全体的な予算の中を見ながら要求をしていくというような

形が今までの状況でございます。この状況については、恐らくここ数年先も同じような状況

で推移をしていくのではないかなというふうに思っております。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、都市計画課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

都市計画課長 それでは、都市計画課所管の主なものについて説明をいたします。

最初に、歳入から説明いたします。平成24年度一般会計予算説明書の22ページから23ペー

ジをお開きください。款15国庫支出金、項２国庫補助金、目７土木費国庫補助金、節２都市

計画費補助金の社会資本整備総合交付金4,527万7,000円のうち2,695万円は、安川新道線整

備事業の用地取得に関する交付金です。

次に、歳出について説明いたします。116ページから117ページをお開きください。款８土

木費、項３都市計画費、目２街路事業費、大事業、都市計画道路整備事業のうち、安川新道
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線整備事業の7,447万6,000円は、上藤沢郵便局付近から藤沢中学校入り口交差点まで約280メ

ーターの区間の用地取得などに関する費用です。

同じく中神狭山台線整備事業の9,356万円は、狭山台土地区画整理区域境から都市計画道

路金子坂線までの約110メーターの区間について、先行取得した用地の土地開発公社への償

還金が主なものです。

最後に、118ページから119ページをお開きください。同じく目５下水道費、大事業、下水

道事業特別会計繰出金６億8,000万円は、一般会計から下水道事業特別会計への繰出金です。

以上で説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。ありませんか。

石田委員 安川新道線の関係は、これで用地買収の割合としてはどのくらい進展するのですか。

都市計画課長 平成23年度末の見込みですけれども、取得率が約45パーセントになります。平成24年

度予定面積を加えますと、取得率が約68パーセントになります。

石田委員 そうしますと、その後100パーセントいつ終わるのかと、その後工事というのはいつごろ

の予定なのですか。

都市計画課長 用地取得に関しましては、平成26年度までに完了する予定です。平成27年度、支障電

柱の移設、地下埋設工事、平成28年度に街路築造工事を予定しております。

委員長 ほかにありますか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結します。

暫時休憩します。

午後 ４時２３分 休憩

午後 ４時２５分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 次回日程の報告

委員長 本日の会議はこれまでにとどめ、次回の日程について報告いたします。

次回は、明日６日午前９時30分から会議を開きます。

議事日程といたしましては、本日に引き続き、議案第23号の審査から行います。

△ 延会の報告（午後 ４時２６分）

委員長 これで本日の会議を閉じて、延会いたします。
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本日は大変ご苦労さまでございました。


